
大阪府私立幼稚園の設置認可等に関する審査基準(案) 

 

 

大阪府教育長（以下「教育長」という。)が、私立幼稚園の設置及び私立幼稚

園の収容定員に係る園則の変更の認可を行う場合は、幼稚園設置基準（昭和３

１年文部省令第３２号、以下「設置基準」という。）その他の関係法令のほか、

この基準及び手続きにより審査する。 

 

第１ 幼稚園の設置認可 

 

１ 幼稚園の責務 

  私立幼稚園は、小学校就学前段階における子どもの健全な育ちについて社   

会的に重要な役割を担っていることから、教育条件の維持向上のため自ら不 

断の努力をすることにより、その責務に応えうる教育を行うこと。また、学

校評価の実施及び積極的な情報の提供を行い、保護者や社会からの信頼を得 

るよう努めること。 

 

２ 設置者 

  幼稚園の設置者は、学校法人であること。 

 

３ 名称 

  幼稚園に付する名称は、当該幼稚園の目的に照らし、幼稚園の名称として 

ふさわしいものであり、かつ、既存の幼稚園の名称と紛らわしくないもので 

あること。 

 

４ 立地条件 

 (1) 幼稚園設置のための地域的な必要性が認められること。 

 (2) 既存の国公私立幼稚園と過度に近接しないこと及び地域の幼児人口の 

動向等を考慮していること。 

 

５ 規模 

 学級数は、原則として３学級以上とすること。 

 

６ １学級の幼児数 

(1) １学級の幼児数は、３歳児は原則として２５人以下、４・５歳児は３５ 

人以下であること。 

(2) 設置基準第１３条の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しな

い者を共に保育する場合においては、(1)中「１学級の幼児数」とあるの

は、「１学級の幼児数（当該幼稚園に在籍しない者であって当該学級の幼

児と共に保育されるものの数を含む。）」と読み替えるものとする。 



 

７ 教職員数 

  教職員数は、設置基準第５条に定める数以上であること。ただし、３歳児 

について１学級２５人を超える幼児数としたときは、設置基準に定める数に 

その学級数と同数を加算した数以上であること。 

 

８ 施設及び設備等 

(1) 施設及び設備（園具及び教具を含む。以下同じ。）は、設置基準第７条  

から第１１条までに規定する基準を上回るものであること。 

(2) 保育室の面積は、５３平方メートル以上であること。ただし、３歳児に 

ついて１学級２５人以下で学級編制を行う場合は、保育室の面積は、４１ 

平方メートル以上であること。 

(3) 遊戯室の面積は、１００平方メートル以上であること。 

(4)  園舎は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）その他法令を遵守し、

その定める基準に適合しているものであること。 

(5) 幼稚園施設と他の施設とを複合化する場合にあっては、併設する他の施

設の用途は、教育長が別に定める基準を全て充足すること。 

９ 通園上の配慮 

   園児の通園に当たっては、園児の安全が確保されるよう配慮すること。 

  通園バスを運行する場合は、園児の健全な発達と適正な教育時間を確保す 

る観点から、園児の乗車時間は最長４０分程度とすること。 

 

１０ 資産等 

(1) 園地、園舎その他の施設は、原則として、自己所有であること。 

(2) (1)にかかわらず、教育上支障がなく、かつ、次のア又はイのいずれか 

に該当し、将来にわたり安定して使用できる場合に限り、借用とすること

ができる。 

ア 20年以上にわたり、賃借権等を取得し、これを登記すること。 

イ 所有者が国、地方公共団体等の公共的団体である場合は、20 年未満

の賃貸借契約等の締結による借用を認めるものとする。この場合、20

年以上の安定的な利用を確保できることが確実であること。 

 (3) 設備は、自己所有であり、負担附（担保に供せられている等）でない

こと。ただし、 教育上支障がないと認められる場合における電子計算機

等の借用はこの限りでない。 

(4) 幼稚園の設置に係る負債がないこと。ただし、次に掲げる借入金はこの

限りでない。 

  ア 国又は地方公共団体から交付が予定される補助金額に相当する額 

  イ 日本私立学校振興・共済事業団からの借入金 

  ウ 独立行政法人福祉医療機構からの借入金 

(5) (4)にかかわらず、既設の学校法人が私立学校を設置する場合、次の基

準を満たす借入金は認められる。 



  ア 借入金額が園地取得費及び園舎建築費の３分の２以下であること。 

  イ 借入先が確実な金融機関であること。 

  ウ 適正な返済計画があり、かつ、実行可能であること。 

  エ 当該借入後において、学校法人の総資産額に対する前受金を除く総

負債額の割合が 30%以下であり、かつ、学校法人の負債にかかる各年度

の償還額が当該年度の帰属収入の 20%以下であること。 

(6) 園地、園舎その他の施設は、負担附でないこと。ただし、(4)､(5)の借

入金に係る担保はこの限りでない。 

(7) 開設年度の人件費の３分の１に相当する運用資金を保有していること。 

(8) 開設年度から少なくとも２年間の幼稚園運営に係る予算について、適正

な計画を立てており、保育料、入園料等現金の経常的収入その他の収入で

収支の均衡を保つことが可能であると認められること。 

(9) 園地、園舎その他の施設及び設備の整備に要する経費及び(5)の経費のた

めの資金で、(4)､(5)の借入金を引いた額に相当する額が幼稚園開設時に

収納されることが確実と認められること。 

 

１１ 設置者の管理運営 

  設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難 

いと認められる事実がないこと。 

例えば、次の事項に留意すること。 

(1) 関係法令等を遵守し、法令の規定、法令の規定による処分及び法人の寄

附行為に基づいて適正に管理 運営されていること。 

(2) 役員の間における訴訟その他の紛争の有無 

(3) 借入金の償還（利息、延滞金の支払いを含む。）又は公租・公課（日本

私立学校振興・共済事業団等の掛金を含む。）の納付の状況 

 

１２ 資格 

私立学校の設置認可を受ける者は、次に掲げる者でないこと。 

(1) 学校教育法第４条及び第 130条に定める認可の申請において、偽りその

他不正の行為があった者であって、当該行為が判明した日から起算して５

年を経過していないもののうち教育長が悪質と判断した者 

（2） 学校教育法第 13 条の規定により学校等の閉鎖命令処分を受けた日から

起算して５年を経過していない者（学校等の閉鎖命令処分に係る行政手続

法（平成５年法律第 88号）第 15条の規定による通知があった日から当該

処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に当該学校等

の廃止についての認可の申請又は届出を行った者（当該学校等の廃止につ

いて相当の理由がある者を除く。）で、当該申請又は届出の日から起算し

て５年を経過していないものを含む。） 

 

 



第２ 幼稚園の収容定員に係る園則の変更認可 

 

１ 規模及び１学級の幼児数 

   学級数は原則として３学級以上とし、１学級の幼児数は第１の６の規定を   

準用する。 

 

２ 教職員 

  変更後の収容定員をもって、第１の７の規定を準用する。 

 

３ 施設及び設備等 

 (1) 施設及び設備は、変更後の収容定員をもって、第１の８(1)の規定を準 

用する。ただし、昭和３２年度以前に認可された幼稚園にあっては、増学 

級を伴わない場合は、園舎延床面積及び運動場面積は、なお従前の例によ 

ることができる。 

(2) 保育室の面積は、変更後の収容定員をもって、第１の８(2)の規定を準  

用する。ただし、３５人以下の学級編制のため、収容定員の減員の認可を 

受ける場合は、保育室の面積は、別に定める基準により算定した面積によ 

ることができる。 

(3) 遊戯室の面積は、変更後の収容定員をもって、第１の８(3)の規定を準 

用する。 

(4) 園舎は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）その他法令を遵守し、

その定める基準に適合しているものであること。 

(5) 幼稚園施設と他の施設とを複合化する場合は、第１の８(5)の規定を準用

する。 

 

４ 通園上の配慮 

  第１の９の規定を準用する。 

 

５ 資格 

  第１の１２の規定を準用する。 

 

 

第３ 申請手続及び標準処理期間 

 

１ 幼稚園の設置認可 

 (1) 計画書の提出 

 幼稚園の設置認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開

設年度の前々年度の９月３０日までに計画書を教育庁私学課に提出するこ

と。この場合において申請者は、教育庁私学課から申請についての助言を

受けることができる。 

 



(2) 申請書の提出 

申請者は、様式第１号により認可申請書（以下「申請書」という。）に

関係書類を添えて、開設年度の前々年度の１１月３０日までに教育長に申

請すること。ただし、園舎の建築等を伴わない場合は、開設年度の前年度

の６月３０日までとする。 

(3) 審査期間等 

 ア 教育長は、適正な内容の申請書を受理後、内容を審査の上、直近の大

阪府私立学校審議会（以下「審議会」という。）に諮問し、審議会から

の答申後１０日以内に答申の内容を申請者に通知する。 

イ 申請者は、申請内容に変更があったときは、様式第２号により変更届

を提出するものとし、教育長は、変更届の提出があったときは、当該変

更届の内容につき直近の審議会に報告する。この場合において、教育長

は、当該変更届の内容について当初の申請内容から重大な変更があった

と認めるときは、当該変更届の内容につき再度、直近の審議会に諮問す

るものとし、審議会からの再度の答申後 10日以内に当該答申の内容を申

請者に通知する。 

ウ 教育長は、幼稚園の施設及び設備等が申請内容と相違ないことを確認

した場合は、原則として開設年度の前年度の９月３０日までに当該申請

についての認可の適否を決定し、その旨を速やかに申請者に通知する。 

 

２ 幼稚園の収容定員に係る園則の変更認可 

(1) 計画書の提出 

１（1）の規定を準用する。その場合、「設置」は「収容定員に係る園則

変更」と、「開設」は「変更」と、「９月３０日」は「１月３１日」と読

み替える。ただし、収容定員を減員する場合は、計画書の提出を要しない。 

(2) 申請書の提出 

申請者は、申請書に別に定める書類を添えて、変更年度の前年度の６月

３０日までに教育長に申請すること。ただし、収容定員を減員する場合は、

変更年度の前年度の１月３１日までとする。 

(3) 審査期間等 

１(3)の規定を準用する。ただし、収容定員を減員する場合は１(3)ウの

規定にかかわらず、原則として変更年度の前年度の３月３１日までに当該

申請についての認可の適否を決定し、その旨を速やかに申請者に通知する

ものとする。 

 

 

附 則 

１ この基準は平成２８年４月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される幼稚園の設置認可及び収容定   

員に係る園則の変更認可の審査から適用する。 

 



附 則 

１ この基準は平成３０年１月１２日から施行する。ただし、第１の 12の資格

に関する規定は、同年５月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される幼稚園の設置認可及び収容定

員に係る園則の変更認可の審査から適用し、この基準施行以前に申請されて

いる幼稚園の設置認可等の審査については、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この基準は、平成３１年１月１８日から施行する。ただし、第１の 12の資

格に関する改正規定は、同年５月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される幼稚園の設置認可及び収容定

員に係る園則の変更認可の審査から適用し、この基準施行以前に申請されて

いる幼稚園の設置認可等の審査については、なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、令和元年８月２３日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される幼稚園の設置認可及び収容定

員に係る園則の変更認可の審査から適用し、この基準施行前に申請されてい

る幼稚園の設置認可等の審査については、なお従前の例による。 

３ この基準施行前に他の施設との複合化により幼稚園を設置している場合で

あって、引き続き併設する施設の用途を変更せず、当該施設の建替え等を行

う場合の基準については、別途定める。 

 

附 則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される幼稚園の設置認可及び収容定

員に係る園則の変更認可の審査から適用し、この基準の施行日前に申請され

ている幼稚園の設置認可等の審査については、なお従前の例による。 

 



1 

大阪府私立幼稚園の設置認可等に関する審査基準 改正(案) 新旧対照表 

 

案(改正後) 現行(改正前) 

大阪府教育長（以下「教育長」という。)が、私立幼稚園の設置及び私立幼稚園の収容定員に係

る園則の変更の認可を行う場合は、幼稚園設置基準（昭和３１年文部省令第３２号、以下「設置基

準」という。）その他の関係法令のほか、この基準及び手続きにより審査する。 

 

第１ 幼稚園の設置認可 

 １―７ （略） 

８ 施設及び設備等 

(1)－(3)  (略) 

(4)  園舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令を遵守し、その定める基準に適 

合しているものであること。 

(5) (略) 

９ (略) 

１０ (略) 

１１ 設置者の管理運営 

   設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められる事 

実がないこと。 

例えば、次の事項に留意すること。 

(1) 関係法令等を遵守し、法令の規定、法令の規定による処分及び法人の寄附行為に基づい 

て適正に管理運営されていること。 

(2)－(3)  (略) 

１２ (略) 

 

第２ 幼稚園の収容定員に係る園則の変更認可 

 １－２ (略) 

３ 施設及び設備等 

   (1)－(3)  (略) 

(4) 園舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令を遵守し、その定める基準に 

適合しているものであること。 

(5)  (略) 

４ (略) 

５ (略) 

 

第３ (略) 

 

 

附 則 (略) 

 

附 則 (略) 

 

附 則 (略) 

 

附  則 (略) 

 

大阪府教育長（以下「教育長」という。)が、私立幼稚園の設置及び私立幼稚園の収容定員に係

る園則の変更の認可を行う場合は、幼稚園設置基準（昭和３１年文部省令第３２号、以下「設置基

準」という。）その他の関係法令のほか、この基準及び手続きにより審査する。 

 

第１ 幼稚園の設置認可 

 １―７ (略) 

８ 施設及び設備等 

(1)－(3)  (略) 

(4)  園舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令が定める基準に適合している 

ものであること。また、その他の法令等について遵守したものであること。 

(5) (略) 

９ (略) 

１０ (略) 

１１ 所轄庁が教育長以外である学校法人等の管理運営 

   所轄庁が教育長以外である学校法人については、その設置する学校の管理運営の適正を期し 

難いと認められる事実がないこと。 

例えば、次の事項に留意すること。 

(1) 法令の規定、法令の規定による処分及び寄附行為に基づいて適正に管理運営されている 

こと。 

(2)－(3) (略) 

１２ (略) 

 

第２ 幼稚園の収容定員に係る園則の変更認可 

 １－２ (略) 

３ 施設及び設備等 

   (1)－(3)  (略) 

(4) 園舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令が定める基準に適合している 

ものであること。また、その他の法令等について遵守したものであること。 

(5)  (略)  

４ (略) 

５ (略) 

 

第３ (略) 

 

 

附 則 (略) 

 

附 則 (略) 

 

附 則 (略) 

 

附  則 (略) 
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附  則    

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される幼稚園の設置認可及び収容定員に係る園則の変

更認可の審査から適用し、この基準の施行日前に申請されている幼稚園の設置認可等の審査に

ついては、なお従前の例による。 

 



 

大阪府私立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準(案) 

 

 

大阪府教育長(以下「教育長」という。)が、私立小学校及び私立中学校(以下「私立学校」という。)の

設置及び収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、小学校設置基準(平成１４年文部科学省令第１

４号)及び中学校設置基準(平成１４年文部科学省令第１５号)その他の関係法令等のほか、この基準及び

手続により審査する。 

 

 

第１ 学校の設置認可 

１ 私立学校の責務 

私立学校は、社会的に重要な役割を担っていることから、教育条件の維持向上のため不断の努力をす

ることにより、その責務に応えうる教育を行うこと。また、学校評価の実施や積極的な情報の提供も行

い、保護者や社会からの信頼を得るよう努めること。 

 

２ 名称 

私立学校に付する名称は、当該学校の目的に照らし、学校の名称としてふさわしいものであり、かつ、

既存の学校の名称と紛らわしくないものであること。 

 

３ 立地 

風俗営業施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)第２

条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設をいう。)など

の教育にふさわしくない施設が、周辺に数多く立地していないなど、教育を行う上で適切な環境に位置

すること。 

 

４ 規模 

  学級数は、原則として小学校については６学級以上、中学校については３学級以上とすること。 

 

５ 教職員数 

(１) 教諭等は各教科に当該教科の普通免許を有する者を配置するなど、教育活動に支障をきたさない

構成であり、その数については、原則として「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律」(昭和３３年法律第１１６号、以下「義務教育標準法」という。)に準じること。 

(２) 養護教諭等及び実習助手並びに事務職員の数は、原則として義務教育標準法に準じること。また、

事務の責任者をおくこと。 

 

６ 施設及び設備等 

(１) 運動場及び校舎の面積は、別表に定める面積以上であること。 

(２) 運動場及び校舎は、同一の敷地内又は隣接地(以下「校内地」という。)にあること。 

(３) 教育上及び安全上支障がないときは、運動場には、体育館等の屋内運動施設の面積も算入するこ

とができる。 

(４) 屋外運動場には、ふさわしい施設、設備が整備されていること。 

(５) (２)にかかわらず、校内地の運動場において体育等の授業に支障をきたさないなど、教育上及び

安全上支障がなく、かつ、次の基準を満たす場合に限り、校内地以外の敷地の運動場(以下「校外

運動場」という。)を(１)の面積に算入することができる。 



 

ア 校内地の校地面積の１．５倍を超えないこと。 

イ 校内地から通常の交通手段によりおおむね１時間以内に到達できること。 

   ウ その他運動場としてふさわしい施設、設備等が整備されていること。 

(６) 他の学校等(同一の設置者が設置するものを含む。)と校地、校舎等を共用していないこと（建物

の一部を区分使用又は区分所有して校舎とする場合における校地の共用を除く。）。 

(７) (６)にかかわらず、年齢差を考慮した安全対策を講じるなど、安全上及び教育上支障がなく、か

つ、次のすべての基準を満たす場合に限り、校地、運動場及び校舎を共用することができる。 

ア 同一の設置者が設置するもので、学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条並びに第１２４

条及び第１３４条第１項に規定する学校等(以下「小学校等」という。)であること。 

イ 共用する校舎が、当該学校の校内地にあること。 

ウ 校舎の共用については、普通教室を共用していないこと。また、小学校、中学校、高等学校及

び中等教育学校以外の小学校等と校舎を共用する場合は、階全体を占有すること。 

エ 校舎及び運動場の面積は、当該学校及び共用する小学校等がそれぞれ法令等で必要とされる面

積の合計以上であること。 

(８) (７)にかかわらず、中学校が高等学校又は中等教育学校と共用する場合の運動場の面積は、当該

学校と共用する学校の収容定員を合計して別表によることができる。この場合、校外運動場の面積

は算入しない。 

(９)  校舎に次の施設を備えていること。ただし、やむを得ない事由がある場合で教育上支障がない

と認められるときは、１つの施設をもって２つ以上に兼用することができる。 

   ア 校長室、会議室、教員室及び事務室 

   イ 相当数の普通教室 

   ウ 社会科教室及びその標本室 

   エ 理科の実験室、標本室及び準備室 

   オ 音楽教室、図工教室及びそれぞれの準備室 

   カ 図書室、講堂及び体育館 

   キ 教員研究室 

   ク 保健室及び休養室 

   ケ その他学校の目的を実現するために必要な施設 

(10) 普通教室と特別教室との合計数は少なくとも同時に授業を行う学級数以上であること。 

(11) 教職員及び児童生徒の数等に応じて必要な校具(机、椅子等)、教具(器具、図書、標本、模型等)

等が備えられていること。 

(12)  校舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令を遵守し、その定める基準に適合して

いるものであること。 

 

７ 資産等 

(１) 校地、校舎その他の施設は、自己所有であること。 

(２)  (１)にかかわらず、教育上支障がなく、かつ、次のア又はイのいずれかに該当し、将来にわた

り安定して使用できる場合に限り、借用とすることができる。 

ア ２０年以上にわたり、賃借権等を取得し、これを登記すること。 

イ 所有者が国、地方公共団体等の公共的団体である場合は、２０年未満の賃貸借契約等の締結に

よる借用を認めるものとする。この場合、２０年以上の安定的な利用を確保できることが確実で

あること。 

(３)  学校施設と他の施設とを複合化した建物において、自己所有の建物の一部を区分使用して校舎

とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。また、国又は地方公共団体が所有する建

物を借用する場合であって、当該建物の一部を区分使用して校舎とする場合も同様とする。 



 

ア 非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、学校施設として使用

する部分と学校以外の他の施設として使用する部分との区分が明確になされていること。 

イ 学校施設と学校以外の他の施設として区分使用する場合は、出入口及び当該学校に至る通路等

が当該学校の専用であること。 

ウ 非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、当該学校として使用

する部分は、構造上独立したものであること。また、区分使用が２以上の階にまたがる場合は、

連続した階であること。 

エ 建物を区分使用する学校以外の他の施設が、学校教育に支障を及ぼさないもので、教育上、保

健衛生上及び社会通念上適切であり、この条件が将来的にも担保される取決め等（学校法人の寄

附行為への規定及び学校法人の意思決定機関の決議を経た上で作成された学校法人の誓約書並び

に不動産賃貸借契約への明記等）があること。 

オ 運動場及び校舎の面積は、学校以外の施設が使用する部分を除いて、設置基準上必要な面積を

備えていること。 

カ 教育長が別に定める基準を全て充足すること。 

(４)  学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場合にあっ

ては、次のいずれの条件も満たすこと。 

  ア 当該建物に係る土地については、設置者が単独で自己所有していること。 

イ (３)アからウまで、オ及びカのいずれの条件にも該当すること。 

ウ 建物を区分所有する学校以外の他の施設が、学校教育に支障を及ぼさないもので、教育上、保

健衛生上及び社会通念上適切であり、この条件が将来的にも担保される区分所有者間での取決め

等（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）に基づく規約及び借地契約への明記

等）があること。 

(５) 設備は自己所有であり、負担附(担保に供せられている等)でないこと。ただし、教育上支障がな

いと認められる場合における情報機器等の借用はこの限りでない。 

(６) 私立学校の設置に係る負債(日本私立学校振興・共済事業団からの借入金を除く。)がないこと。 

(７) (６)にかかわらず、既設の学校法人が私立学校を設置する場合は、次の基準を満たす借入金は認

められる。 

   ア 借入金額が校地取得費及び校舎建築費の３分の２以下であること。 

   イ 借入先が確実な金融機関であること。 

   ウ 適正な返済計画があり、かつ、実行可能であること。 

エ 当該借入後において、学校法人の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が３０％以下

であり、かつ、学校法人の負債に係る各年度の償還額が当該年度の帰属収入の２０％以下である

こと。 

(８) 校地、校舎その他の施設は、負担附でないこと。ただし、(６)、(７)の借入金に係る担保はこの

限りでない。 

(９) 開設年度の人件費の３分の１に相当する運用資金を保有していること。 

(10) 開設年度から少なくとも２年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業

料、入学料等現金の経常的収入その他の収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められるこ

と。 

(11) 校地、校舎その他の施設及び設備の整備に要する経費及び(９)の経費のための資金で、(６)、

(７)の借入金を引いた額が、私立学校開設時に収納されることが確実と認められること。 

 

８ 設置者の管理運営 

  設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実がない

こと。例えば、次の事項に留意すること。 



 

 (１)  関係法令等を遵守し、法令の規定、法令の規定による処分及び法人の寄附行為に基づいて、適

正に管理運営されていること。 

 (２) 役員の間における訴訟その他の紛争の有無 

(３) 日本私立学校振興・共済事業団等からの借入金の償還(利息、延滞金の支払いを含む。)又は公租

公課(日本私立学校振興・共済事業団の掛金を含む。)の納付状況 

 

９ 資格 

  私立学校の設置認可を受ける者は、次に掲げる者でないこと。 

 (１) 学校教育法第４条及び第130条に定める認可の申請において、偽りその他不正の行為があった者

であって、当該行為が判明した日から起算して５年を経過していないもののうち教育長が悪質と判

断した者 

 (２) 学校教育法第13条の規定により学校等の閉鎖命令処分を受けた日から起算して５年を経過してい

ない者（学校等の閉鎖命令処分に係る行政手続法（平成５年法律第88号）第15条の規定による通知

があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に当該学校等の廃止

についての認可の申請又は届出を行った者（当該学校等の廃止について相当の理由がある者を除

く。）で、当該申請又は届出の日から起算して５年を経過していないものを含む。） 

 

第２ 私立学校の収容定員に係る学則変更認可  

１ 規模 

収容定員数の設定については、第１の４の規定を準用する。 

 

２ 教職員、施設及び設備等 

収容定員を変更する場合は、第１の５から９まで(７の(９)を除く。)の規定を準用する。この場合、

第１の５から７までの規定については変更後の収容定員によるものとし、「私立学校」は「収容定員」

と、「設置」及び「開設」は「変更」と読み替える。 

ただし、収容定員を減員する場合は、第１の６から９までの規定は準用しない。 

 

第３ 申請手続及び標準処理期間 

１ 私立学校の設置認可 

(１) 計画書の提出 

    私立学校の設置認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として開設年度の

前々年度の９月３０日までに計画書を教育庁私学課に提出すること。この場合において申請者は、

教育庁私学課から申請についての助言を受けることができる。 

(２) 申請書の提出 

    申請者は、様式第１号により認可申請書(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、校舎の

建築等を伴う場合は、原則として開設年度の前々年度の１１月３０日までに、校舎の建築等を伴わ

ない場合は、原則として開設年度の前年度の６月３０日までに教育長に申請すること。 

(３) 審査期間等 

ア 教育長は、適正な内容の申請書を受理後、内容を審査した上、直近の大阪府私立学校審議会

(以下「審議会」という。)に諮問し、審議会からの答申後１０日以内に答申の内容を申請者に

通知する。 

イ 申請者は、申請内容に変更があったときは、様式第２号により変更届を提出するものとし、

教育長は、変更届の提出があったときは、当該変更届の内容につき直近の審議会に報告する。

この場合において、教育長は、当該変更届の内容について当初の申請内容から重大な変更があ

ったと認めるときは、当該変更届の内容につき再度、直近の審議会に諮問するものとし、審議



 

会からの再度の答申後１０日以内に当該答申の内容を申請者に通知する。 

ウ 教育長は、私立学校の施設及び設備が申請内容と相違ないことを確認した場合は、原則とし

て開設年度の前年度の９月３０日までに当該申請についての認可の適否を決定し、その旨を速

やかに申請者に通知する。 

 

２ 私立学校の収容定員に係る学則の変更認可 

  １の規定を準用する。その場合、「設置」は「収容定員に係る学則の変更」と、「開設」は「変更」

と読み替える。 

ただし、収容定員を減員する場合の申請書の提出は、原則として変更年度の前年度の１月３１日まで

とし、原則として変更年度の前年度の３月３１日までに当該申請についての認可の適否を決定し、その

旨を速やかに申請者に通知するものとする。 

 

附則 

 １ この基準は、平成２８年５月１３日から施行する。 

 ２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可及び収容定員に係る学則の変更認

可の審査から適用し、この基準施行以前に申請されている私立学校の設置認可の審査については、な

お従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、平成３０年１月１２日から施行する。ただし、第１の９の資格に関する規定は、同年

５月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可及び収容定員に係る学則の変更認

可の審査から適用し、この基準施行以前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、

なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、平成３１年１月１８日から施行する。ただし、第１の９の資格に関する改正規定は、

同年５月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可及び収容定員に係る学則の変更認

可の審査から適用し、この基準施行以前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、

なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、令和元年８月２３日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可及び収容定員に係る学則の変更認

可の審査から適用し、この基準施行日前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、

なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される私立学校の設置認可及び収容定員に係る学則の変更認

可の審査から適用し、この基準の施行日前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、

なお従前の例による。 

 

 



 

別表 

小学校 

運動場 

定員 面積(平方メートル) 

２４０人以下 

 

２４１人以上７２０人以下 

７２１人以上 

2400(中学校、高等学校又は中等教育学校と共用して

いる場合は定員×10) 

2400＋10×(定員－240) 

7200 

校舎 

定員 面積(平方メートル) 

４０人以下 

４１人以上４８０人以下 

４８１人以上 

500 

500＋5×(定員－40) 

2700＋3×(定員－480) 

 

ただし、他の学校と運動場を共用している場合は、全体で2,400平方メートル

以上必要。 

「定員」とは、学則上の定員のことをいう。  

 

  

中学校 

運動場 

定員 面積(平方メートル) 

２４０人以下 

 

２４１人以上７２０人以下 

７２１人以上 

3600(小学校、高等学校又は中等教育学校と共用して

いる場合は定員×15) 

3600＋10×(定員－240) 

8400 

校舎 

定員 面積(平方メートル) 

４０人以下 

４１人以上４８０人以下 

４８１人以上 

600 

600＋6×(定員－40) 

3240＋4×(定員－480) 

 

ただし、他の学校と運動場を共用している場合は、全体で3,600平方メートル

以上必要。 

「定員」とは、学則上の定員のことをいう。 
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大阪府私立小学校及び中学校の設置認可等に関する審査基準 改正（案） 新旧対照表 

 

案(改正後) 現行(改正前) 

 

大阪府教育長(以下「教育長」という。)が、私立小学校及び私立中学校(以下「私立学校」という。)

の設置及び収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、小学校設置基準(平成１４年文部科学省令

第１４号)及び中学校設置基準(平成１４年文部科学省令第１５号)その他の関係法令等のほか、この基

準及び手続により審査する。 

 
第１ 私立学校の設置認可 

１―５ (略)  

６ 施設及び設備等 

(１)―(７) (略) 

(８) (７)にかかわらず、中学校が高等学校又は中等教育学校と共用する場合の運動場の面積は、

当該学校と共用する学校の収容定員を合計して別表によることができる。この場合、校外運動

場の面積は算入しない。 

(９)―(11) (略) 

(12)  校舎は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）その他法令を遵守し、その定める基準に適

合しているものであること。 

７ 資産等 

(１)・(２) (略) 

(３) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、自己所有の建物の一部を区分使用して校

舎とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。また、国又は地方公共団体が所有

する建物を借用する場合であって、当該建物の一部を区分使用して校舎とする場合も同様とす

る。 

ア―カ  (略) 

(４) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場合にあ

っては、次のいずれの条件も満たすこと。 

  ア 当該建物に係る土地については、設置者が単独で自己所有していること。 

イ・ウ （略） 

(５)―(11) （略） 

８ 設置者の管理運営 

  設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実

がないこと。例えば、次の事項に留意すること。 

(１) 関係法令等を遵守し、法令の規定、法令の規定による処分及び法人の寄附行為に基づいて、

適正に管理運営されていること。 

(２)・(３) (略) 

 ９ (略) 

 

第２・第３ (略) 

 

大阪府教育長(以下「教育長」という。)が、私立小学校及び私立中学校(以下「私立学校」という。)

の設置及び収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、小学校設置基準(平成１４年文部科学省令

第１４号)及び中学校設置基準(平成１４年文部科学省令第１５号)その他の関係法令等のほか、この基

準及び手続により審査する。 

 

第１ 私立学校の設置認可 

１―５ (略) 

６ 施設及び設備等 

(１)―(７) (略) 

(８) (７)にかかわらず、中学校が高等学校又は中等教育学校と共用する場合の運動場の面積は、

当該学校と共用する学校の収容定員を合計して別表によることができる。この場合、校外運動

場の面積は参入しない。 

(９)―(11) (略) 

(12) 校舎は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他法令が定める基準に適合しているもの

であること。また、その他の法令等について遵守したものであること。 

７ 資産等 

(１)・(２) (略) 

(３) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物の一部を区分使用して校舎とする場

合にあっては、当該建物全体が自己所有であることとし、かつ、次のいずれの条件にも該当し

ていること。ただし、（２）イ及び次のいずれの条件にも該当する場合には、国又は地方公共団

体が所有する建物の一部を区分使用して校舎とすることができるものとする。 

ア―カ (略) 

(４) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場合にあ

っては、次のいずれの条件にも該当していること。 

  ア 当該建物に係る土地については、学校法人が単独で自己所有していること。 

イ・ウ (略) 

(５)―(11) (略) 

８ 学校法人の管理運営 

   学校法人の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実がないこと。例えば、次の

事項に留意すること。 

 (１) 法令の規定、法令の規定による処分及び寄附行為に基づいて、適正に管理運営されているこ

と。 

 (２)・(３) (略) 

 ９ (略) 

 

第２・第３ (略) 
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附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される私立学校の設置認可及び収容定員に係る学則の変

更認可の審査から適用し、この基準の施行日前に申請されている私立学校の設置認可等の審査に

ついては、なお従前の例による。 

 

以下(略) 

 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

以下(略) 

 

 



 

大阪府私立中等教育学校の設置認可等に関する審査基準(案) 

 

大阪府教育長(以下「教育長」という。)が、私立中等教育学校(以下「私立学校」という。)の設置、私

立学校の課程・学科の設置及び私立学校の収容定員に係る学則変更の認可を行う場合は、関係法令等のほ

か、この基準及び手続により審査する。 

 

 

第１ 私立学校の設置認可  

１ 私立学校の責務 

私立学校は、社会的に重要な役割を担っていることから、教育条件の維持向上のため不断の努力をす

ることにより、その責務に応えうる教育を行うこと。また、学校評価の実施や積極的な情報の提供も行

い、保護者や社会からの信頼を得るよう努めること。 

 

２ 名称 

  私立学校に付する名称は、当該学校の目的に照らし、学校の名称としてふさわしいものであり、かつ、

既存の学校の名称と紛らわしくないものであること。 

 

３ 立地 

(１) 風俗営業施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)

第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設をい

う。)などの教育にふさわしくない施設が、周辺に数多く立地していないなど、教育を行う上で適

切な環境に位置すること。 

(２) 適正な教育条件を確保するため、既存の私立学校の配置、学科の設置等の状況を考慮した適切な

立地であること。 

 

４ 規模 

(１) 学級数は、前期課程、後期課程とも、原則として３学級以上とすること。 

(２) 私立学校の収容定員については、適正な教育条件を確保するため、生徒数の将来動向及び既存の

私立学校の収容定員等の状況を考慮した適切な規模であること。 

 

５ 教職員数 

(１) 教諭等は、各教科に当該教科の普通免許を有する者を配置するなど、教育活動に支障をきたさな

い構成であり、その数については原則として、前期課程は「公立義務教育諸学校の学級編制及び教

職員定数の標準に関する法律」(昭和３３年法律第１１６号、以下「義務教育標準法」という。)に、

後期課程は「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」(昭和３６年法律第

１８８号、以下「高等学校標準法」という。)に準じること。 

(２) 養護教諭等及び実習助手並びに事務職員の数は、原則として前期課程は義務教育標準法に、後期

課程は高等学校標準法に準じること。 

 

６ 施設及び設備等 

(１) 前期課程の運動場の面積については、別表１に定める面積以上であること。後期課程の運動場の

面積については、原則として8,400平方メートル以上であること。ただし、後期課程において、屋

内運動施設を有している場合で、かつ、教育上及び安全上支障のない場合は、別表１に定める面積

以上とすることができる。 



 

(２) 校舎の面積は、前期課程、後期課程それぞれについて別表２に定める面積以上であること。 

(３) 運動場及び校舎は、同一の敷地内又は隣接地(以下「校内地」という。)にあること。 

(４) 教育上及び安全上支障がないときは、運動場には、体育館等の屋内運動施設の面積も算入するこ

とができる。 

(５) 屋外運動場には、ふさわしい施設・設備が整備されていること。 

(６) (３)にかかわらず、校内地の運動場において体育等の授業に支障をきたさないなど、教育上及び

安全上支障がなく、かつ、次の基準を満たす場合に限り、校内地以外の敷地の運動場(以下「校外

運動場」という。)を(１)の面積に算入することができる。 

ア 校内地の校地面積の１．５倍を超えないこと。 

イ 校内地から通常の交通手段によりおおむね１時間以内に到達できること。 

   ウ その他運動場としてふさわしい施設、設備等が整備されていること。 

(７) 他の学校等(同一の設置者が設置するものを含む。)と校地、校舎等を共用していないこと（建物

の一部を区分使用又は区分所有して校舎とする場合における校地の共用を除く。）。  

(８) (７)にかかわらず、年齢差を考慮した安全対策を講じるなど、安全上及び教育上支障がなく、か

つ、次のすべての基準を満たす場合に限り、校地、運動場及び校舎を共用することができる。 

ア 同一の設置者が設置するもので、学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条並びに第１２４

条及び第１３４条第１項に規定する学校等(以下「中等教育学校等」という。)であること。 

イ 共用する校舎が、当該学校の校内地にあること。 

ウ 校舎の共用については、普通教室を共用していないこと。また、小学校、中学校、高等学校及

び中等教育学校以外の中等教育学校等と校舎を共用する場合は、階全体を占有すること。 

エ 校舎及び運動場の面積は、当該学校及び共用する中等教育学校等がそれぞれ法令等で必要とさ

れる面積の合計以上であること。 

(９) (８)にかかわらず、中学校、高等学校及び中等教育学校(前期課程と後期課程の共用を含む。)と

共用する場合の運動場の面積は、当該学校と共用する学校の収容定員を合計して(１)ただし書きに

よることができる。この場合、校外運動場の面積は算入しない。 

(10) 前期課程の校舎に次の施設を備えていること。ただし、やむを得ない事由がある場合で教育上支

障がないと認められるときは、１つの施設をもって２つ以上に兼用することができる。 

   ア 校長室、会議室、教員室及び事務室 

   イ 相当数の普通教室 

   ウ 社会科教室及びその標本室 

   エ 理科の実験室、標本室及び準備室 

   オ 音楽教室、図工教室及びそれぞれの準備室 

   カ 図書室、講堂及び体育館 

   キ 教員研究室 

   ク 保健室及び休養室 

   ケ その他学校の目的を実現するために必要な施設 

(11) 普通教室と特別教室との合計数は少なくとも同時に授業を行う学級数以上であること。 

(12) 教職員及び生徒の数等に応じて必要な校具(机、椅子等)、教具(器具、図書、標本、模型等)等が

備えられていること。 

(13) 校舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令を遵守し、その定める基準に適合して

いるものであること。 

 

７ 資産等 

(１) 校地、校舎その他の施設は、自己所有であること。 

(２)  (１)にかかわらず、教育上支障がなく、かつ、次のア又はイのいずれかに該当し、将来にわた



 

り安定して使用できる場合に限り、借用とすることができる。 

ア ２０年以上にわたり、賃借権等を取得し、これを登記すること。 

イ 所有者が国、地方公共団体等の公共的団体である場合は、２０年未満の賃貸借契約等の締結に

よる借用を認めるものとする。この場合、２０年以上の安定的な利用を確保できることが確実で

あること。 

(３)  学校施設と他の施設とを複合化した建物において、自己所有の建物の一部を区分使用して校舎

とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。また、国又は地方公共団体が所有する建

物を借用する場合であって、当該建物の一部を区分使用して校舎とする場合も同様とする。 

ア 非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、学校施設として使用

する部分と学校以外の他の施設として使用する部分との区分が明確になされていること。 

イ 学校施設と学校以外の他の施設として区分使用する場合は、出入口及び当該学校に至る通路等

が当該学校の専用であること。 

ウ 非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、当該学校として使用

する部分は、構造上独立したものであること。また、区分使用が２以上の階にまたがる場合は、

連続した階であること。 

エ 建物を区分使用する学校以外の他の施設が、学校教育に支障を及ぼさないもので、教育上、保

健衛生上及び社会通念上適切であり、この条件が将来的にも担保される取決め等（学校法人の寄

附行為への規定及び学校法人の意思決定機関の決議を経た上で作成された学校法人の誓約書並び

に不動産賃貸借契約への明記等）があること。 

オ 運動場及び校舎の面積は、学校以外の施設が使用する部分を除いて、設置基準上必要な面積を

備えていること。 

カ 教育長が別に定める基準を全て充足すること。 

(４)  学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場合にあっ

ては、次のいずれの条件も満たすこと。 

  ア 当該建物に係る土地については、設置者が単独で自己所有していること。 

イ (３)アからウまで、オ及びカのいずれの条件にも該当すること。 

ウ 建物を区分所有する学校以外の他の施設が、学校教育に支障を及ぼさないもので、教育上、保

健衛生上及び社会通念上適切であり、この条件が将来的にも担保される区分所有者間での取決め

等（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）に基づく規約及び借地契約への明記

等）があること。 

(５) 設備は自己所有であり、負担附(担保に供せられている等)でないこと。ただし、教育上支障がな

いと認められる場合における情報機器等の借用はこの限りでない。 

(６) 私立学校の設置に係る負債(日本私立学校振興・共済事業団からの借入金を除く。)がないこと。 

(７) (６)にかかわらず、既設の学校法人が私立学校を設置する場合は、次の基準を満たす借入金は認

められる。 

ア 借入金額が校地取得費及び校舎建築費の３分の２以下であること。 

   イ 借入先が確実な金融機関であること。 

   ウ 適正な返済計画があり、かつ、実行可能であること。 

   エ 当該借入後において、学校法人の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が３０％以下

であり、かつ、学校法人の負債に係る各年度の償還額が当該年度の帰属収入の２０％以下である

こと。 

(８) 校地、校舎その他の施設は、負担附でないこと。ただし、(６)、(７)の借入金に係る担保はこの

限りでない。 

(９) 開設年度の人件費の３分の１に相当する運用資金を保有していること。 

(10) 開設年度から少なくとも２年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業



 

料、入学料等現金の経常的収入その他の収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められるこ

と。 

(11) 校地、校舎その他の施設及び設備の整備に要する経費及び(９)の経費のための資金で、(６)、

(７)の借入金を引いた額が、私立学校開設時に収納されることが確実と認められること。 

 

８ 設置者の管理運営 

設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実がない

こと。例えば、次の事項に留意すること。 

(１)  関係法令等を遵守し、法令の規定、法令の規定による処分及び法人の寄附行為に基づいて、適

正に管理運営されていること。 

(２) 役員の間における訴訟その他の紛争の有無 

(３) 日本私立学校振興・共済事業団等から の借入金の償還(利息、延滞金の支払いを含む。)又は公

租公課(日本私立学校振興・共済事業団の掛金を含む。)の納付状況 

 

９ 資格 

  私立学校の設置認可を受ける者は、次に掲げる者でないこと。 

 (１) 学校教育法第４条及び第130条に定める認可の申請において、偽りその他不正の行為があった者

であって、当該行為が判明した日から起算して５年を経過していないもののうち教育長が悪質と判

断した者 

(２) 学校教育法第13条の規定により学校等の閉鎖命令処分を受けた日から起算して５年を経過してい

ない者（学校等の閉鎖命令処分に係る行政手続法（平成５年法律第88号）第15条の規定による通知

があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に当該学校等の廃止

についての認可の申請又は届出を行った者（当該学校等の廃止について相当の理由がある者を除

く。）で、当該申請又は届出の日から起算して５年を経過していないものを含む。） 

 

第２ 後期課程の課程の設置認可 

第１の３から９まで(６及び７の(９)を除く。)の規定を準用する。この場合、「私立学校」は「課程」

と読み替える。 

 

第３ 後期課程の学科の設置認可 

第１の４から９まで(４(１)、６及び７の(９)を除く。)の規定を準用する。この場合、「私立学校」は

「学科」と読み替える。 

 

第４ 私立学校の収容定員に係る学則の変更認可 

１ 規模 

収容定員数の設定については、第１の４の規定を準用する。 

 

２ 教職員、施設及び設備等 

収容定員を変更する場合は、第１の５から９まで(７の(９)を除く。)の規定を準用する。この場合、

第１の５から７までの規定については変更後の収容定員によるものとし、「私立学校」は「収容定員」

と、「設置」及び「開設」は「変更」と読み替える。 

ただし、収容定員を減員する場合は、第１の６から９までの規定は準用しない。 

 

第５ 申請手続及び標準処理期間 

１ 私立学校の設置認可 



 

(１) 計画書の提出 

私立学校の設置認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として開設年度の

前々年度の９月３０日までに計画書を教育庁私学課に提出すること。この場合において申請者は、

教育庁私学課から申請についての助言を受けることができる。 

(２) 申請書の提出 

申請者は、様式第１号により認可申請書(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、校舎の

建築等を伴う場合は、原則として開設年度の前々年度の１１月３０日までに、校舎の建築等を伴わ

ない場合は、原則として開設年度の前年度の６月３０日までに教育長に申請すること。 

(３) 審査期間等 

    ア 教育長は、適正な内容の申請書を受理 後、内容を審査した上、直近の大阪府私立学校審議

会(以下「審議会」という。)に諮問し、審議会からの答申後１０日以内に答申の内容を申請者

に通知する。 

    イ 申請者は、申請内容に変更があったときは、様式第２号により変更届を提出するものとし、

教育長は、変更届の提出があったときは、当該変更届の内容につき直近の審議会に報告する。

この場合において、教育長は、当該変更届の内容について当初の申請内容から重大な変更があ

ったと認めるときは、当該変更届の内容につき再度、直近の審議会に諮問するものとし、審議

会からの再度の答申後１０日以内に当該答申の内容を申請者に通知する。 

ウ 教育長は、私立学校の施設及び設備が申請内容と相違ないことを確認した場合は、原則とし

て開設年度の前年度の９月３０日までに当該申請についての認可の適否を決定し、その旨を速

やかに申請者に通知する。 

 

２ 後期課程の課程又は学科の設置認可 

１の規定を準用する。この場合、「私立学校」は「課程(学科)」と読み替える。 

 

３ 私立学校の収容定員に係る学則の変更認可 

  １の規定を準用する。この場合、「設置」は「収容定員に係る学則の変更」と、「開設」は「変更」

と読み替える。 

ただし、収容定員を減員する場合の申請書の提出は、原則として変更年度の前年度の１月３１日まで

とし、原則として変更年度の前年度の３月３１日までに当該申請についての認可の適否を決定し、その

旨を速やかに申請者に通知するものとする。 

 

附則 

１ この基準は、平成２８年５月１３日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収容定

員に係る学則の変更認可の審査から適用する。 

 

附則 

１ この基準は、平成３０年１月１２日から施行する。ただし、第１の９の資格に関する規定は、同年５

月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収容定

員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準施行以前に申請されている私立学校の設置認可等

の審査については、なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、平成３１年１月１８日から施行する。ただし、第１の９の資格に関する改正規定は、同



 

年５月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収容定

員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準施行以前に申請されている私立学校の設置認可等

の審査については、なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、令和元年８月２３日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収容定

員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準施行日前に申請されている私立学校の設置認可等

の審査については、なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収容定

員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準の施行日前に申請されている私立学校の設置認可

等の審査については、なお従前の例による。 

 

別表１ 

 運動場 

 定 員 必要面積(平方メートル) 

２４０人以下 

 

２４１人以上 

 

７２０人以下 

７２１人以上 

3600(小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校と共用している場合は定員×15) 

 

3600＋10×(定員－240) 

 

8400 

各課程の定員毎に別表１により必要面積を算出する。 

ただし、他の学校と運動場を共用している場合は、全体で3,600平方メートル以上必要 

 

別表２ 

 校舎 

前期課程定員 必要面積(平方メートル) 

４０人以下 

 

４１人以上 

４８０人以下 

 

４８１人以上 

600 

 

600＋6×(前期課程定員－40) 

 

 

3240＋4×(前期課程定員－480) 

後期課程定員 必要面積(平方メートル) 

１２０人以下 

 

１２１人以上 

４８０人以下 

 

1200 

 

1200＋6×(後期課程定員－120) 

 

 



 

４８１人以上 3360＋4×(後期課程定員－480) 

 

 別表１及び２の「定員」とは、学則上の定員をいう。 
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大阪府私立中等教育学校の設置認可等に関する審査基準 改正（案） 新旧対照表 

 

案(改正後) 現行(改正前) 

 

大阪府教育長(以下「教育長」という。)が、私立中等教育学校(以下「私立学校」という。)の設置、 

私立学校の課程・学科の設置及び私立学校の収容定員に係る学則変更の認可を行う場合は、関係法令

等のほか、この基準及び手続により審査する。 

 

第１ 私立学校の設置認可 

１―５ (略) 

６ 施設及び設備等 

(１)―(12) (略) 

(13) 校舎は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他法令を遵守し、その定める基準に適合

しているものであること。 

７ 資産等 

(１)・(２) (略) 

(３) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、自己所有の建物の一部を区分使用して校

舎とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。また、国又は地方公共団体が所有

する建物を借用する場合であって、当該建物の一部を区分使用して校舎とする場合も同様とす

る。 

ア―カ (略) 

(４) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場合にあ

っては、次のいずれの条件も満たすこと。 

  ア 当該建物に係る土地については、設置者が単独で自己所有していること。 

イ・ウ (略) 

(５)―(11) (略) 

８ 設置者の管理運営 

設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実

がないこと。例えば、次の事項に留意すること。 

(１) 関係法令等を遵守し、法令の規定、法令の規定による処分及び法人の寄附行為に基づいて、

適正に管理運営されていること。 

(２)・(３) (略) 

 ９ (略) 

 

第２―第５ (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

 

大阪府教育長(以下「教育長」という。)が、私立中等教育学校(以下「私立学校」という。)の設置、 

私立学校の課程・学科の設置及び私立学校の収容定員に係る学則変更の認可を行う場合は、関係法令

等のほか、この基準及び手続により審査する。 

 

第１ 私立学校の設置認可 

１―５ (略) 

６ 施設及び設備等 

(１)―(12) (略) 

(13) 校舎は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他法令が定める基準に適合しているもの

であること。また、その他の法令等について遵守したものであること。 

７ 資産等 

(１)・(２) (略) 

(３) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物の一部を区分使用して校舎とする場

合にあっては、当該建物全体が自己所有であることとし、かつ、次のいずれの条件にも該当し

ていること。ただし、（２）イ及び次のいずれの条件にも該当する場合には、国又は地方公共団

体が所有する建物の一部を区分使用して校舎とすることができるものとする。 

ア―カ (略) 

(４) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場合にあ

っては、次のいずれの条件にも該当していること。 

  ア 当該建物に係る土地については、学校法人が単独で自己所有していること。 

イ・ウ (略) 

(５)―(11) (略) 

８ 学校法人の管理運営 

学校法人の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実がないこと。例えば、次の事

項に留意すること。 

(１) 法令の規定、法令の規定による処分及び寄附行為に基づいて、適正に管理運営されているこ

と。 

(２)・(３) (略) 

９ (略) 

 

第２―第５ (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 
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附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び

収容定員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準の施行日前に申請されている私立学

校の設置認可等の審査については、なお従前の例による。 

 

以下(略) 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

以下(略) 

 



 

 

大阪府私立全日制高等学校等の設置認可等に関する審査基準(案) 
 

 

 大阪府教育長(以下「教育長」という。)が、全日制の課程又は定時制の課程(以下「課程」という。)を

置く私立高等学校(以下「私立学校」という。)の設置、私立学校の課程・学科の設置及び私立学校の収容

定員に係る学則の変更認可を行う場合は、高等学校設置基準(平成１６年文部科学省令第２０号、以下

「設置基準」という。)その他の関係法令等のほか、この基準及び手続により審査する。 

 

 

第１ 私立学校の設置認可 

１ 私立学校の責務 

私立学校は、大阪の教育力の向上に資する特色ある教育を実践し、生徒・保護者の教育需要に応える

という重要な役割を担っていることから、教育条件の維持向上のための不断の努力をすることにより、

その責務に応えうる教育を行うこと。また、学校評価の実施や積極的な情報提供も行い、保護者や社会

からの信頼を得るように努めること。 

 

２ 名称 

私立学校に付する名称は、当該学校の目的に照らし、学校の名称としてふさわしいものであり、かつ、

既存の学校の名称と紛らわしくないものであること。 

 

３ 立地 

(１) 風俗営業施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２号)

第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設をい

う。)などの教育にふさわしくない施設が、周辺に数多く立地していないなど、高等学校教育を行

う上で適切な環境に位置すること。 

(２)  生徒・保護者の教育需要に基づく適切な立地であること。 

 

４ 規模 

(１) 学級数は、原則として３学級以上とすること。 

(２) 収容定員については、生徒・保護者の教育需要及び生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であ

ること。 

 

５ 教職員数 

(１) 教諭等は、各教科に当該教科の普通免許を有する者を配置するなど、教育活動に支障をきたさな

い構成であり、その数については、原則として「公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等

に関する法律」(昭和３６年法律第１８８号、以下「高等学校標準法」という。)に準じること。 

(２) 養護教諭等及び実習助手並びに事務職員の数は、原則として高等学校標準法に準じること。 

 

６ 施設及び設備等 

(１) 運動場の面積は、原則として８４００平方メートル以上であること。ただし、体育館等の屋内運

動施設を有している場合で、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、別表１に定める面積以上

であること。 

(２) 校舎の面積は、別表２に定める面積以上であること。 



 

(３) 運動場及び校舎は、同一の敷地内又は隣接地(以下「校内地」という。)にあること。 

(４) 教育上及び安全上支障がないときは、運動場には、体育館等の屋内運動施設の面積も算入するこ

とができる。 

(５) 屋外運動場には、ふさわしい施設、設備が整備されていること。 

(６) (３)にかかわらず、校内地の運動場において体育等の授業に支障をきたさないなど、教育上及び

安全上支障がなく、かつ、次の基準を満たす場合に限り、校内地以外の敷地の運動場(以下「校外

運動場」という。)を(１)の面積に算入することができる。 

ア 校内地の校地面積の１．５倍を超えないこと。 

イ 校内地から通常の交通手段によりおおむね１時間以内に到達できること。 

ウ その他運動場としてふさわしい施設、設備等が整備されていること。 

(７) (３)にかかわらず、教育上及び安全上支障がなく、次のアからエのすべての基準を満たす校舎の

敷地は、校内地とみなし、当該校舎の面積を(2)の面積に算入することができるものとする。 

ア 休み時間（授業と授業の間の休憩時間をいう。）に移動できる距離（概ね徒歩５分以内）で

あること。また、教職員の引率等、安全上必要な措置を講じること。 

イ 生徒の安全性を確保するため、校舎の間の移動を最小限にするよう時間割を設定すること。 

ウ 当該校舎においても、管理職を含めた教員が常駐すること。 

エ 学校行事等については、学校としての一体感を保つための配慮を行うこと。 

(８) 他の学校等(同一の設置者が設置するものを含む。)と校地、校舎等を共用していないこと（建物

の一部を区分使用又は区分所有して校舎とする場合における校地の共用を除く。）。 

(９) (８)にかかわらず、年齢差を考慮した安全対策を講じるなど、安全上及び教育上支障がなく、か

つ、次のすべての基準を満たす場合に限り、校地、運動場及び校舎を共用することができる。 

ア 同一の設置者が設置するもので、学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条並びに第１２４

条及び第１３４条第１項に規定する学校等(以下「高等学校等」という。)であること。 

イ 共用する校舎が、当該学校の校内地にあること。 

ウ 校舎の共用については、普通教室を共用していないこと。また、小学校、中学校、高等学校及

び中等教育学校以外の高等学校等と校舎を共用する場合は、階全体を占有すること。 

エ 校舎及び運動場の面積は、当該学校及び共用する高等学校等がそれぞれ法令等で必要とされる

面積の合計以上であること。 

 (10) (９)にかかわらず、中学校又は中等教育学校と共用する場合の運動場の面積は、当該学校と共用

する学校の収容定員を合計して(１)ただし書きによることができる。この場合、校外運動場の面

積は算入しない。 

(11) 普通教室と特別教室の合計数は、少なくとも同時に授業を行う学級数以上であること。 

(12) 校舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令を遵守し、その定める基準に適合して

いるものであること。 

 

７ 資産等 

(１) 校地、校舎その他の施設は、自己所有であること。 

(２)  (１)にかかわらず、教育上支障がなく、かつ、次のア又はイのいずれかに該当し、将来にわた

り安定して使用できる場合に限り、借用とすることができる。 

ア ２０年以上にわたり、賃借権等を取得し、これを登記すること。 

イ 所有者が国、地方公共団体等の公共的団体である場合は、２０年未満の賃貸借契約等の締結に

よる借用を認めるものとする。この場合、２０年以上の安定的な利用を確保できることが確実で

あること。 

(３)  学校施設と他の施設とを複合化した建物において、自己所有の建物の一部を区分使用して校舎

とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。また、国又は地方公共団体が所有する建



 

物を借用する場合であって、当該建物の一部を区分使用して校舎とする場合も同様とする。 

ア 非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、学校施設として使用

する部分と学校以外の他の施設として使用する部分との区分が明確になされていること。 

イ 学校施設と学校以外の他の施設として区分使用する場合は、出入口及び当該学校に至る通路等

が当該学校の専用であること。 

ウ 非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、当該学校として使用

する部分は、構造上独立したものであること。また、区分使用が２以上の階にまたがる場合は、

連続した階であること。 

エ 建物を区分使用する学校以外の他の施設が、学校教育に支障を及ぼさないもので、教育上、保

健衛生上及び社会通念上適切であり、この条件が将来的にも担保される取決め等（学校法人の寄

附行為への規定及び学校法人の意思決定機関の決議を経た上で作成された学校法人の誓約書並び

に不動産賃貸借契約への明記等）があること。 

オ 運動場及び校舎の面積は、学校以外の施設が使用する部分を除いて、設置基準上必要な面積を

備えていること。 

カ 教育長が別に定める基準を全て充足すること。 

(４)  学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場合にあっ

ては、次のいずれの条件も満たすこと。 

  ア 当該建物に係る土地については、設置者が単独で自己所有していること。 

イ (３)アからウまで、オ及びカのいずれの条件にも該当すること。 

ウ 建物を区分所有する学校以外の他の施設が、学校教育に支障を及ぼさないもので、教育上、保

健衛生上及び社会通念上適切であり、この条件が将来的にも担保される区分所有者間での取決め

等（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）に基づく規約及び借地契約への明記

等）があること。 

(５) 設備は自己所有であり、負担附(担保に供せられている等)でないこと。ただし、教育上支障がな

いと認められる場合における情報機器等の借用はこの限りでない。 

(６) 私立学校の設置に係る負債(日本私立学校振興・共済事業団からの借入金を除く。)がないこと。 

(７) (６)にかかわらず、既設の学校法人が私立学校を設置する場合は、次の基準を満たす借入金は認

められる。 

ア 借入金額が校地取得費及び校舎建築費の３分の２以下であること。 

イ 借入先が確実な金融機関であること。 

ウ 適正な返済計画があり、かつ、実行可能であること。 

エ 当該借入後において、学校法人の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が３０％以下

であり、かつ、学校法人の負債に係る各年度の償還額が当該年度の帰属収入の２０％以下である

こと。 

(８) 校地、校舎その他の施設は、負担附でないこと。ただし、(６)、(７)の借入金に係る担保はこの

限りでない。 

(９) 開設年度の人件費の３分の１に相当する運用資金を保有していること。 

(10) 開設年度から少なくとも２年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業   

料、入学料等現金の経常的収入その他の収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められるこ

と。 

(11) 校地、校舎その他の施設及び設備の整備に要する経費及び(９)の経費のための資金で、(６)、

(７)の借入金を引いた額が、当該学校の開設時に収納されることが確実と認められること。 

 

８ 設置者の管理運営 

設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実がない



 

こと。例えば、次の事項に留意すること。 

(１)  関係法令等を遵守し、法令の規定、法令の規定による処分及び法人の寄附行為に基づいて、適

正に管理運営されていること。 

(２) 役員の間における訴訟その他の紛争の有無 

(３) 日本私立学校振興・共済事業団等からの借入金の償還(利息、延滞金の支払いを含む。)又は公租

公課(日本私立学校振興・共済事業団の掛金を含む。)の納付状況 

 

９ 資格 

  私立学校の設置認可を受ける者は、次に掲げる者でないこと。 

 (１) 学校教育法第４条及び第130条に定める認可の申請において、偽りその他不正の行為があった者

であって、当該行為が判明した日から起算して５年を経過していないもののうち教育長が悪質と判

断した者 

(２) 学校教育法第13条の規定により学校等の閉鎖命令処分を受けた日から起算して５年を経過してい

ない者（学校等の閉鎖命令処分に係る行政手続法（平成５年法律第88号）第15条の規定による通知

があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に当該学校等の廃止

についての認可の申請又は届出を行った者（当該学校等の廃止について相当の理由がある者を除

く。）で、当該申請又は届出の日から起算して５年を経過していないものを含む。） 

 

第２ 課程の設置認可  

第１の３から９まで(６及び７の(９)を除く。)の規定を準用する。この場合、「私立学校」は「課程」

と読み替える。 

 

第３ 学科の設置認可  

第１の４から９まで(４(１)、６及び７の(９)を除く。)の規定を準用する。この場合、「私立学校」は

「学科」と読み替える。 

 

第４ 私立学校の収容定員に係る学則変更認可 

１ 規模 

収容定員数の設定については、第１の４の規定を準用する。 

  

２ 教職員、施設及び設備等 

収容定員を変更する場合は、第１の５から９まで(７の(９)を除く。)の規定を準用する。この場合、

第１の５から７までについては変更後の収容定員によるものとし、「私立学校」は「収容定員」と、

「設置」及び「開設」は「変更」と読み替える。 

ただし、収容定員を減員する場合は、第１の６から９までの規定は準用しない。 

 

第５ 申請手続及び標準処理期間  

１ 私立学校の設置認可 

(１) 計画書の提出 

私立学校の設置認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として開設年度の

前々年度の９月３０日までに計画書を教育庁私学課に提出すること。この場合において申請者は、

教育庁私学課から申請についての助言（教育内容については有識者の意見を踏まえた助言）を受け

ることができる。 

(２) 申請書の提出 

申請者は、様式第１号により認可申請書(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、校舎の



 

建築等を伴う場合は、原則として開設年度の前々年度の１１月３０日までに、校舎の建築等を伴わ

ない場合は、原則として開設年度の前年度の６月３０日までに教育長に申請すること。 

(３) 審査期間等 

ア 教育長は、適正な内容の申請書を受理後、内容を審査した上、直近の大阪府私立学校審議会

(以下「審議会」という。)に諮問し、審議会からの答申後１０日以内に答申の内容を申請者に

通知する。 

イ 申請者は、申請内容に変更があったときは、様式第２号により変更届を提出するものとし、

教育長は、変更届の提出があったときは、当該変更届の内容につき直近の審議会に報告する。

この場合において、教育長は、当該変更届の内容について当初の申請内容から重大な変更があ

ったと認めるときは、当該変更届の内容につき再度、直近の審議会に諮問するものとし、審議

会からの再度の答申後１０日以内に当該答申の内容を申請者に通知する。 

ウ 教育長は、私立学校の施設及び設備が申請内容と相違ないことを確認した場合は、原則とし

て開設年度の前年度の９月３０日までに当該申請についての認可の適否を決定し、その旨を速

やかに申請者に通知する。 

 

２ 課程又は学科の設置認可 

１の規定を準用する。その場合、「私立学校」は「課程(学科)」と読み替える。 

 

３ 私立学校の収容定員に係る学則の変更認可 

  １の規定を準用する。その場合、「設置」は「収容定員に係る学則の変更」と、「開設」は「変更」

と読み替える。 

  ただし、収容定員を減員する場合の申請書の提出は、原則として変更年度の前年度の１月３１日まで

とし、原則として変更年度の前年度の３月３１日までに当該申請についての認可の適否を決定し、その

旨を速やかに申請者に通知するものとする。 

 

附則 

１ この基準は、平成２８年５月１３日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収容定

員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準施行以前に申請されている私立学校の設置認可の

審査については、なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、平成３０年１月１２日から施行する。ただし、第１の９の資格に関する規定は、同年５

月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収容定

員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準施行以前に申請されている私立学校の設置認可等

の審査については、なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、平成３１年１月１８日から施行する。ただし、第１の９の資格に関する改正規定は、同

年５月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収容定

員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準施行以前に申請されている私立学校の設置認可等

の審査については、なお従前の例による。 

 



 

附則 

１ この基準は、令和元年８月２３日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収容

定員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準施行日前に申請されている私立学校の設置認

可等の審査については、なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収容

定員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準の施行日前に申請されている私立学校の設置

認可等の審査については、なお従前の例による。 

 

別表 １ 

     運動場 

定員 面積(平方メートル) 

２４０人以下 

 

２４１人以上７２０人以下 

７２１人以上 

3600(小学校、中学校又は中等教育学校と共用して

いる場合は定員×15) 

3600＋10×(定員－240) 

8400 

     ただし他の学校と運動場を共用している場合は、全体で3600平方メートル以上必要。 

 

別表 ２ 

     校舎 

定員 面積(平方メートル) 

１２０人以下 

１２１人以上４８０人以下 

４８１人以上 

1200 

1200＋6×(定員－120) 

3360＋4×(定員－480) 

 

※ 別表１及び２の定員とは、学則上の定員をいう。 
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大阪府私立全日制高等学校等の設置認可等に関する審査基準 改正（案） 新旧対照表 

 

案(改正後) 現行(改正前) 

 

 大阪府教育長(以下「教育長」という。)が、全日制の課程又は定時制の課程(以下「課程」という。) 

を置く私立高等学校(以下「私立学校」という。)の設置、私立学校の課程・学科の設置及び私立学校 

の収容定員に係る学則の変更認可を行う場合は、高等学校設置基準(平成１６年文部科学省令第２０ 

号、以下「設置基準」という。)その他の関係法令等のほか、この基準及び手続により審査する。 

 

第１ 私立学校の設置認可 

１―５ (略) 

６ 施設及び設備等 

(１)―(11) (略) 

(12) 校舎は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他法令を遵守し、その定める基準に適合

しているものであること。 

７ 資産等 

(１)・(２) (略) 

(３) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、自己所有の建物の一部を区分使用して校

舎とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。また、国又は地方公共団体が所有

する建物を借用する場合であって、当該建物の一部を区分使用して校舎とする場合も同様とす

る。 

ア―カ (略) 

(４) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場合にあ

っては、次のいずれの条件も満たすこと。 

   ア 当該建物に係る土地については、設置者が単独で自己所有していること。 

イ・ウ (略) 

(５)―(11) (略) 

８ 設置者の管理運営 

設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実が

ないこと。例えば、次の事項に留意すること。 

(１) 関係法令等を遵守し、法令の規定、法令の規定による処分及び法人の寄附行為に基づいて、

適正に管理運営されていること。 

(２)・(３) (略) 

 ９ (略) 

 

第２―第５ (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

 大阪府教育長(以下「教育長」という。)が、全日制の課程又は定時制の課程(以下「課程」という。) 

を置く私立高等学校(以下「私立学校」という。)の設置、私立学校の課程・学科の設置及び私立学校 

の収容定員に係る学則の変更認可を行う場合は、高等学校設置基準(平成１６年文部科学省令第２０ 

号、以下「設置基準」という。)その他の関係法令等のほか、この基準及び手続により審査する。 

 

第１ 私立学校の設置認可 

１―５ (略) 

６ 施設及び設備等 

(１)―(11) (略) 

(12) 校舎は、建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他法令が定める基準に適合しているもの

であること。また、その他の法令等について遵守したものであること。 

７ 資産等 

(１)・(２) (略) 

(３) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物の一部を区分使用して校舎とする場

合にあっては、当該建物全体が自己所有であることとし、かつ、次のいずれの条件にも該当し

ていること。ただし、（２）イ及び次のいずれの条件にも該当する場合には、国又は地方公共団

体が所有する建物の一部を区分使用して校舎とすることができるものとする。 

ア―カ (略) 

(４) 学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場合にあ

っては、次のいずれの条件にも該当していること。 

   ア 当該建物に係る土地については、学校法人が単独で自己所有していること。 

イ・ウ (略) 

(５)―(11) (略) 

８ 学校法人の管理運営 

学校法人の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実がないこと。例えば、次の事

項に留意すること。 

(１) 法令の規定、法令の規定による処分及び寄附行為に基づいて、適正に管理運営されているこ

と。 

(２)・(３) (略) 

 ９ (略) 

 

第２―第５ (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 
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附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される私立学校の設置認可、課程(学科)の設置認可及び収

容定員に係る学則の変更認可の審査から適用し、この基準の施行日前に申請されている私立学校の設

置認可等の審査については、なお従前の例による。 

 

以下(略) 

 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

以下(略) 

 

 



      大阪府私立通信制高等学校等の設置認可等に関する審査基準(案) 

       

 

 

 大阪府教育長（以下「教育長」という。）が、通信制の課程（以下「課程」という。）を置く私立高

等学校又は私立中等教育学校（以下「私立学校」という。）の設置、私立学校の課程・学科の設置、私

立学校の収容定員に係る学則変更及び広域の課程を置く私立学校に係る学則変更の認可を行う場合は、

高等学校設置基準（平成１６年文部科学省令第２０号）、高等学校通信教育規程（昭和３７年文部省令

第３２号、以下「通信規程」という。）その他の関係法令等のほか、この基準及び手続により審査する。 

 

第１ 私立学校の設置認可  

１ 私立学校の責務 

私立学校は、社会的に重要な役割を担っていることから、教育条件の維持向上のため不断の努力を

することにより、その責務に応えうる教育を行うこと。また、学校評価の実施や積極的な情報の提供

も行い、保護者や社会からの信頼を得るよう努めること。 

  

２ 名称 

   私立学校に付する名称は、当該学校の目的に照らし、学校の名称としてふさわしいものであり、

かつ、既存の学校の名称と紛らわしくないものであること。 

 

 ３ 立地 

  (1)風俗営業施設（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業を行う施設を

いう。）などの教育にふさわしくない施設が、周辺に数多く立地していないなど、学校教育を行う

上で適切な環境に位置すること。 

  (2)適正な教育条件を確保するため、既存の私立学校の配置、学科の設置等の状況を考慮した適切

な立地であること。 

 

 ４ 規模 

  (1)私立学校の収容定員は、次の施設ごとの収容定員の合計とする。ただし、協力校の収容定員は当該

私立学校に係る定員とする。 

  ア 実施校（通信規程第３条に規定する実施校で、本校及び分校をいう。） 

    イ 協力校（通信規程第３条に規定する協力校をいう。） 

 (2)施設の収容定員については、適正な教育条件を確保するため、設置される都道府県の生徒数の将来

動向及び既存の私立学校の収容定員等の状況を考慮した適切な規模であること。 

 

５ 教職員数 

  (1)教諭等は、各教科に当該教科の普通免許を有する者を配置するなど、教育活動に支障をきたさない

構成であり、その数については、施設ごとに別表１に定める数以上とする。  

  (2)事務職員の数は、施設ごとに別表２に定める数以上とする。 



 

６ 施設及び設備等 

  (1)通信教育の用に供する施設は、次に掲げるものとする。 

   ア 実施校 

   イ 協力校 

  ウ 指定技能教育施設（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５５条第１項に規定する施設を

いう。） 

 (2)実施校の校舎には、通信規程第９条第１項の各号に掲げる施設及び第１０条の設備を備え、独

立校の校舎面積は、１２００平方メートル以上とすること。ただし、教育上支障がない場合は、

収容定員が２４０人未満の分校の面積について次によることができる。 

     定員１２０人以下          ６００平方メートル 

     定員１２１人以上２４０人未満    ６００平方メートル＋５×（定員－１２０人） 

(3)実施校は、他の学校等（同一の設置者が設置するものを含む）と校地、校舎等を共用していな

いこと（建物の一部を区分使用又は区分所有して校舎とする場合における校地の共用を除く。）。 

(4) (3)にかかわらず、年齢差を考慮した安全対策を講じるなど、安全上及び教育上支障がなく、 

かつ、次のすべての基準を満たす場合に限り、校地及び校舎を共用することができる。 

ア 同一の設置者が設置するもので、学校教育法第１条並びに第１２４条及び第１３４条第１

項に規定する学校等であること。 

イ 共用する校舎が、当該学校の同一敷地内にあること。 

ウ 校舎の共用については、普通教室を共用していないこと。また、当該学校は階全体を占有

すること。 

エ 校舎の面積は、当該学校及び共用する学校等がそれぞれ法令等で必要とされる面積の合計

以上であること 

(5)分校では、本校に準じ、一元的に教育が行われること。 

(6)協力校及び指定技能教育施設においては、実施校との協力・連携関係を十分に保ち、生徒の修学

に支障のないように努めること。 

(7) 校舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令を遵守し、その定める基準に適合し

ているものであること。 

 

７ 資産等 

 (1)実施校における校地、校舎その他の施設は、自己所有であること。 

  ただし、教育上支障がなく、かつ、次のア又はイのいずれかに該当し、将来にわたり安定して使用

できる場合に限り、借用とすることができる。 

ア ２０年以上にわたり、賃借権等を取得し、これを登記すること。 

イ 所有者が国、地方公共団体等の公共的団体である場合は、２０年未満の賃貸借契約等の締結に

よる借用を認めるものとする。この場合、２０年以上の安定的な利用を確保できることが確実で

あること。 

 (2)実施校の校舎は、建物全体を占有すること。 

  ただし、国又は地方公共団体が設置する文化教育施設等の施設と複合する場合についてはこの限り

でない。 

(3) (2)にかかわらず、学校施設と他の施設とを複合化した建物において、自己所有の建物の一部を



区分使用して校舎とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。また、国又は地方公

共団体が所有する建物を借用する場合であって、当該建物の一部を区分使用して校舎とする場合

も同様とする。 

ア 非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、学校施設として使

用する部分と学校以外の他の施設として使用する部分との区分が明確になされていること。 

イ 学校施設と学校以外の他の施設として区分使用する場合は、出入口及び当該学校に至る通路

等が当該学校の専用であること。 

ウ 非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、当該学校として使

用する部分は、構造上独立したものであること。また、区分使用が２以上の階にまたがる場合

は、連続した階であること。 

エ 建物を区分使用する学校以外の他の施設が、学校教育に支障を及ぼさないもので、教育上、

保健衛生上及び社会通念上適切であり、この条件が将来的にも担保される取決め等（学校法人

の寄附行為への規定及び学校法人の意思決定機関の決議を経た上で作成された学校法人の誓約

書並びに不動産賃貸借契約への明記等）があること。 

オ 運動場及び校舎の面積は、学校以外の施設が使用する部分を除いて、設置基準上必要な面積

を備えていること。 

カ 教育長が別に定める基準を全て充足すること。 

(4) (2)にかかわらず、学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎

とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。 

 ア 当該建物に係る土地については、設置者が単独で自己所有していること。 

イ (３)アからウまで、オ及びカのいずれの条件にも該当すること。 

ウ 建物を区分所有する学校以外の他の施設が、学校教育に支障を及ぼさないもので、教育上、

保健衛生上及び社会通念上適切であり、この条件が将来的にも担保される区分所有者間での取

決め等（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）に基づく規約及び借地契約へ

の明記等）があること。 

(5)設備は自己所有であり、負担附（担保に供せられている等）でないこと。 

  ただし、教育上支障がないと認められる場合における情報機器等の借用はこの限りでない。 

(6)私立学校の設置に係る負債（日本私立学校振興・共済事業団からの借入金を除く。）がないこと。 

(7) (6)にかかわらず、既設の学校法人が私立学校を設置する場合は、次の基準を満たす借入金は認

められる。 

  ア 借入金額が校地取得費及び校舎建築費の３分の２以下であること。 

  イ 借入先が確実な金融機関であること。 

  ウ 適正な返済計画があり、かつ、実行可能であること。 

  エ 当該借入後において、学校法人の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が３０％以下

であり、かつ、学校法人の負債に係る各年度の償還額が当該年度の帰属収入の２０％以下である

こと。 

(8)校地、校舎その他の施設は、負担附でないこと。ただし、(6)、(7)の借入金に係る担保はこの限

りでない。 

(9)開設年度の人件費の３分の１に相当する運用資金を保有していること。 

(10)開設年度から少なくとも２年間の学校運営に係る予算について、適正な計画を立てており、授業

料、入学料等現金の経常的収入その他の収入で収支の均衡を保つことが可能であると認められるこ



と。 

(11)校地、校舎その他の施設及び設備の整備に要する経費及び(9)の経費のための資金で、(6)、(7)の

借入金を引いた額が、私立学校開設時に収納されることが確実と認められること。 

 

８ 設置者の管理運営 

   設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実が

ないこと。例えば、次の事項に留意すること。 

  (1) 関係法令等を遵守し、法令の規定、法令の規定による処分及び法人の寄附行為に基づいて、適

正に管理運営されていること。 

  (2)役員の間における訴訟その他の紛争の有無 

  (3)日本私立学校振興・共済事業団等からの借入金の償還（利息、延滞金の支払いを含む。）又は

公租・公課（日本私立学校振興・共済事業団の掛金を含む。）の納付状況 

 

９ 資格 

   私立学校の設置認可を受ける者は、次に掲げる者でないこと。 

  (1)学校教育法第４条及び第130条に定める認可の申請において、偽りその他不正の行為があった者

であって、当該行為が判明した日から起算して５年を経過していないもののうち教育長が悪質と

判断した者 

(2)学校教育法第13条の規定により学校等の閉鎖命令処分を受けた日から起算して５年を経過して

いない者（学校等の閉鎖命令処分に係る行政手続法（平成５年法律第88号）第15条の規定による

通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に当該学校等

の廃止についての認可の申請又は届出を行った者（当該学校等の廃止について相当の理由がある

者を除く。）で、当該申請又は届出の日から起算して５年を経過していないものを含む。） 

 

第２ 課程の設置認可  

   第１の３から９まで（６及び７の(9)を除く。）の規定を準用する。この場合、「私立学校」は

「課程」と読み替える。 

 

第３ 学科の設置認可  

   第１の４から９まで（６及び７の(9)を除く。）の規定を準用する。この場合、「私立学校」は

「学科」と読み替える。 

 

第４ 私立学校の収容定員に係る学則変更認可  

 １ 規模 

   収容定員数の設定については、第１の４の規定を準用する。 

 ２ 教職員、施設及び設備等 

   収容定員を変更する場合は、第１の５から９まで（７の(9)を除く。）の規定を準用する。この 

場合、第１の５から７までについては変更後の収容定員によるものとし、「私立学校」を「収容定 

員」と、「設置」及び「開設」は「変更」と読み替える。 

ただし、収容定員を減員する場合は、第１の６から９までの規定は準用しない。 

 



第５ 広域の課程を置く私立学校に係る学則（収容定員に係るものを除く）変更認可  

 １ 入学検定料、入学料及び授業料等 

   私立学校の運営状況等を考慮して、適正に設定すること。 

 

 ２ 通信教育を行う区域 

   当該都道府県の意向や影響等を考慮した上で適正に設定すること。また、通信教育を行う区域を

拡大する場合は、第１の８及び９の規定を準用する。 

 

 ３ 分校の設置 

   第１の３から９までの規定を準用する。この場合、第１の７については、「私立学校」は「分

校」と読み替える。 

  

 ４ 協力校の設置 

   第１の４、５、６(6)、８及び９の規定を準用する。 

 

５ 指定技能教育施設との連携 

   第１の６(6)、８及び９の規定を準用する。 

 

 ６ その他 

   その他の事項について、学則の変更を行う場合、大阪府内の高等学校に関する諸状況等への配慮

が図られており、かつ、教育上支障がないと認められること。 

 

第６ 申請手続及び標準処理期間  

 １ 私立学校の設置認可 

  (1)計画書の提出 

    私立学校の設置認可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、原則として開設年度の

前々年度の９月３０日までに計画書を教育庁私学課に提出すること。この場合において申請者は、

教育庁私学課から申請についての助言を受けることができる。 

  (2)申請書の提出 

    申請者は、様式第１号により認可申請書(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、校舎

の建築等を伴う場合は、原則として開設年度の前々年度の１１月３０日までに、校舎の建築等を

伴わない場合は、原則として開設年度の前年度の６月３０日までに教育長に申請すること。 

  (3)審査期間等 

   ア 教育長は、適正な内容の申請書を受理後、内容を審査した上、直近の大阪府私立学校審議会

（以下「審議会」という。）に諮問し、審議会からの答申後１０日以内に答申の内容を申請者

に通知する。 

   イ 申請者は、申請内容に変更があったときは、様式第２号により変更届を提出するものとし、

教育長は、変更届の提出があったときは、当該変更届の内容につき直近の審議会に報告する。

この場合において、教育長は、当該変更届の内容について当初の申請内容から重大な変更があ

ったと認めるときは、当該変更届の内容につき再度、直近の審議会に諮問するものとし、審議

会からの再度の答申後１０日以内に当該答申の内容を申請者に通知する。 



   ウ 教育長は、私立学校の施設及び設備が申請内容と相違ないことを確認した場合は、原則とし

て開設年度の前年度の９月３０日までに当該申請についての認可の適否を決定し、その旨を速

やかに申請者に通知する。 

 

 ２ 課程又は学科の設置認可 

   １の規定を準用する。その場合、「私立学校」は「課程（学科）」と読み替える。 

 

 ３ 私立学校の収容定員に係る学則変更認可 

    １の規定を準用する。その場合、「設置」は「収容定員に係る学則の変更」と、「開設」は「変

更」と読み替える。 

    ただし、収容定員を減員する場合の申請書の提出は、原則として変更年度の前年度の１月３１日

までとし、原則として変更年度の前年度の３月３１日までに当該申請についての認可の適否を決定

し、その旨を速やかに申請者に通知するものとする。 

  

４ 広域の課程を置く学校に係る学則（収容定員に係るものを除く。）変更認可 

   １の規定を準用する。その場合、「私立学校の設置認可」は「広域の課程を置く学校に係る学則

変更認可」と、「開設」は「変更」と読み替える。 

   なお、分校の設置等が伴わない申請については、教育長は審議会からの答申後３０日以内に当

該申請について認可の適否を決定し、その旨を速やかに申請者に通知する。 

 

附則 

 １ この基準は、平成２８年５月１３日から施行する。 

 ２ この基準は、施行日以降、新たに申請される課程を置く学校の設置、学校の課程又は学科の設置、 

  課程を置く学校の収容定員に係る学則変更並びに広域の課程を置く学校に係る学則変更認可の審査か 

  ら適用する。 

 

附則 

１ この基準は、平成３０年１月１２日から施行する。ただし、第１の９の資格に関する規定は、同

年５月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される課程を置く学校の設置、学校の課程又は学科の設置、

課程を置く学校の収容定員に係る学則変更並びに広域の課程を置く学校に係る学則変更認可の審査

から適用し、この基準施行以前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、なお従

前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、平成３１年１月１８日から施行する。ただし、第１の９の資格に関する改正規定は、

同年５月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される課程を置く学校の設置、学校の課程又は学科の設置、

課程を置く学校の収容定員に係る学則変更並びに広域の課程を置く学校に係る学則変更認可の審査

から適用し、この基準施行以前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、なお従

前の例による。 



 

附則 

１ この基準は、令和元年８月２３日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される課程を置く学校の設置、学校の課程又は学科の設置、

課程を置く学校の収容定員に係る学則変更並びに広域の課程を置く学校に係る学則変更認可の審査

から適用し、この基準施行日前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、なお従

前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される課程を置く学校の設置、学校の課程又は学科の設置、

課程を置く学校の収容定員に係る学則変更並びに広域の課程を置く学校に係る学則変更認可の審査

から適用し、この基準の施行日前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、なお

従前の例による。 

 

別表１ 

 

 教員数 

 定 員   人 数 

240人以下 5 

241～1200 （定員－240）÷100＋5 

1201～5000 （定員－1200）÷150＋14 

5001以上 40に生徒数の増加に応じた相当数を加えた数 

 

 

別表２ 

 

 事務職員数 

 定 員           人 数 

240人以下  2 

241～5000 （定員－240）÷400＋2 

5001以上 14に生徒数の増加に応じた相当数を加えた数 

 

 

別表１及び２において、１未満の端数を生じた場合は、小数点以下第１位の数字が１以上であるとき

は１に切り上げ、０であるときは切り捨てるものとする。 

 

別表１及び２の「定員」とは、学則上の定員をいう。 
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大阪府私立通信制高等学校等の設置認可等に関する審査基準 改正（案） 新旧対照表 

 

案(改正後) 現行(改正前) 

 

 大阪府教育長（以下「教育長」という。）が、通信制の課程（以下「課程」という。）を置く私立高等 

学校又は私立中等教育学校（以下「私立学校」という。）の設置、私立学校の課程・学科の設置、私立 

学校の収容定員に係る学則変更及び広域の課程を置く私立学校に係る学則変更の認可を行う場合は、 

高等学校設置基準（平成１６年文部科学省令第２０号）、高等学校通信教育規程（昭和３７年文部省令 

第３２号、以下「通信規程」という。）その他の関係法令等のほか、この基準及び手続により審査する。 

 

第１ 私立学校の設置認可 

１―５ (略) 

６ 施設及び設備等 

(1)―(6) (略) 

(7) 校舎は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）その他法令を遵守し、その定める基準に適合

しているものであること。 

７ 資産等 

(1)・(2) (略) 

(3) (2)にかかわらず、学校施設と他の施設とを複合化した建物において、自己所有の建物の一部

を区分使用して校舎とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。また、国又は地

方公共団体が所有する建物を借用する場合であって、当該建物の一部を区分使用して校舎とす

る場合も同様とする。 

 

ア―カ (略) 

(4) (2)にかかわらず、学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校

舎とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。 

  ア 当該建物に係る土地については、設置者が単独で自己所有していること。 

イ・ウ (略) 

(5)―(11) (略) 

８ 設置者の管理運営 

   設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実

がないこと。例えば、次の事項に留意すること。 

  (1)関係法令等を遵守し、法令の規定、法令の規定による処分及び法人の寄附行為に基づいて、適

正に管理運営されていること。 

  (2)・(3) (略) 

９(略) 

 

第２―第６ (略) 

 

附則 (略) 

  

大阪府教育長（以下「教育長」という。）が、通信制の課程（以下「課程」という。）を置く私立高等 

学校又は私立中等教育学校（以下「私立学校」という。）の設置、私立学校の課程・学科の設置、私立

学校の収容定員に係る学則変更及び広域の課程を置く私立学校に係る学則変更の認可を行う場合は、

高等学校設置基準（平成１６年文部科学省令第２０号）、高等学校通信教育規程（昭和３７年文部省令

第３２号、以下「通信規程」という。）その他の関係法令等のほか、この基準及び手続により審査する。 

 

第１ 私立学校の設置認可 

１―５ (略) 

６ 施設及び設備等 

(1)―(6) (略) 

(7) 校舎は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）その他法令が定める基準に適合しているもの

であること。また、その他の法令等について遵守したものであること。 

７ 資産等 

(1)・(2) (略) 

(3) (2)にかかわらず、学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物の一部を区分使用

して校舎とする場合にあっては、当該建物全体が自己所有であることとし、かつ、次のいずれ

の条件にも該当していること。ただし、（２）イ及び次のいずれの条件にも該当する場合には、

国又は地方公共団体が所有する建物の一部を区分使用して校舎とすることができるものとす

る。 

ア―カ (略) 

(4) (2)にかかわらず、学校施設と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校

舎とする場合にあっては、次のいずれの条件にも該当していること。 

  ア 当該建物に係る土地については、学校法人が単独で自己所有していること。 

イ・ウ (略) 

(5)―(11) (略) 

８ 学校法人の管理運営 

   学校法人の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実がないこと。例えば、次の

事項に留意すること。 

(1)法令の規定、法令の規定による処分及び寄附行為に基づいて、適正に管理運営されていること。 

 

(2)・(3) (略) 

９(略) 

 

第２―第６ (略) 

 

附則 (略) 
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附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される課程を置く学校の設置、学校の課程又は学科の設

置、課程を置く学校の収容定員に係る学則変更並びに広域の課程を置く学校に係る学則変更認可

の審査から適用し、この基準の施行日前に申請されている私立学校の設置認可等の審査について

は、なお従前の例による。 

 

以下 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下 (略) 

 



 

大阪府私立専修学校・各種学校設置認可等に関する審査基準(案) 

 

大阪府教育長（以下「教育長」という。）が、私立専修学校及び私立各種学校の設置並び

に私立専修学校の課程の設置及び私立各種学校の収容定員に係る学則の変更の認可を行う場

合は、専修学校設置基準（昭和51年文部省令第２号。以下「設置基準」という。）、各種学

校規程（昭和31年文部省令第31号。以下「規程」という。）その他の関係法令のほか、この

基準及び手続により審査する。 

  

第１ 私立専修学校の設置認可 

 

１ 設置者 

専修学校の設置者は、学校運営の安定性及び永続性を確保するため、原則として、学校法

人（私立学校法（昭和24年法律第270号）第64条第４項の法人を含む。）であること。ただ

し、学校法人以外の者が設置者になろうとする場合には、法令に基づく各種国家資格の養

成施設としての指定を受けており、かつ、学校運営の安定性、継続性及び公共性を十分に

確保する観点から、意思決定機関を設置し、公的資格を有する者の監査の実施及び一定期

間の事業実績を有していること。 

２ 名称 

(1) 専修学校に付する名称は、学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）

第１条に掲げる学校（以下「１条校」という。）の名称、１条校に類似する名称又は研

究機関若しくは私塾に類似する名称を使用していないこと。 

(2) 専修学校として適当であるとともに、当該専修学校の目的にふさわしい名称であり、

かつ、既存の専修学校の名称と紛らわしくないものであること。 

３ 規模 

目的に応じた分野ごとの生徒の総定員が、40人以上であること。ただし、専修学校の設

置のみを目的とする法人を同時に設立する場合にあっては、生徒の総定員が、80人以上で

あること。 

４ 校長の資格 

法第129条第２項の「教育、学術又は文化に関する業務に従事した者」とは、次に掲げる

職又は業務に通算して５年以上従事した者であること。 

(1) 法第１条、第124条又は第134条第１項に規定する学校、専修学校又は各種学校の長の

職 

(2) 前号に掲げる学校の教員の職 

(3) １条校の学校の事務職員の職 

(4) 行政機関の教育、学術又は文化に関する業務 

(5) 議会の教育、学術又は文化に関する委員の職 

(6) 民間の教育、学術又は文化に関する団体の役員又は職員の職 

(7) 更生保護事業等の業務 

(8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、教育長が適当と認めた職又は業務 

５ 教員数 

教員数は、設置基準に定める数を上回るものであること。 

６ 施設及び設備等 

(1) 校地は、校舎を保有するに必要な面積を備えていること。 

(2) 校舎の面積は、課程、学科の属する分野ごとの生徒定員に応じ、設置基準上必要な面

積以上であること。 



(3) 校舎は、目的、生徒数又は課程に応じ、必要な教室（実習室等を含む。以下「教室等」

という。）、教員室、事務室、図書室、保健室、便所その他必要な附帯施設を備えてい

ること。 

(4) 専修学校の目的、生徒数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、   

図書その他の設備が備えられていること。 

(5) 教室等の数は、同時に授業を行う学級数以上であること。 

(6) 教室等の面積は、生徒一人あたり1.5平方メートルを標準とすること。ただし、同時 

に授業を行う生徒の数にかかわらず、30平方メートルを下回らないこと。 

(7) 教員室と事務室は、１つの施設をもって兼用することができる。また、やむを得ない 

事由がある場合で教育上支障がないと認められるときは、保健室を他の施設と兼用する

ことができる。 

(8) 教育上及び安全上支障がなく、次のいずれの条件も満たす場合は、他の学校等の施設 

及び設備を使用することができる。ただし、同時に授業を行う学級数を超えない教室等

は共用することができない。 

 ア 同一の設置者が設置する学校等の施設及び設備の共用であること。 

 イ 教室等を共用する場合は、同一の建物内もしくは休み時間（授業と授業の間の休憩

時間をいう。）に移動できる距離（概ね徒歩10分以内）の範囲内であること。 

ウ 教員室、事務室、図書室、保健室等を共用する場合は、他の学校等が同一の建物内

にあること。 

エ 専修学校以外の学校と施設及び設備を共用する場合には、当該専修学校の生徒と、

他の学校等の生徒との年齢差に配慮した様態とすること。 

(9) 校舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令を遵守し、その定める基準 

に適合しているものであること。 

 

７ 資産等 

(1) 校地、校舎その他の施設は、自己所有とする。ただし、国、地方公共団体等の財産で

あって、次のいずれの条件も満たす場合は、借用とすることができる。 

ア 賃借権設定の登記等により、20年以上の長期にわたり賃借できることが確実と認め 

られること。 

イ 賃借権設定時に当該建物が負担附（担保に供せられている等）でないこと。 

ウ 賃借する建物が学校用途に建築され、又は改築されたものであること。 

(2)  専修学校と当該専修学校以外の施設（以下「他の施設」という。）とを複合化した

建物において、自己所有の建物の一部を区分使用して校舎とする場合にあっては、次の

いずれの条件も満たすこと。また、国、地方公共団体等が所有する建物を借用する場合

であって、当該建物の一部を区分使用して校舎とする場合も同様とする。 

 ア 専修学校として使用する部分が階全体であって、次のいずれの条件も満たすこと。 

(ア)専修学校専用の出入口及び通路等を備えていること。 

(イ)非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、専修学

校として使用する部分と他の施設として使用する部分との区分が明確になされてい

ること。 

(ウ)非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、専修学

校として使用する部分は、構造上独立したものであること。また、専修学校として

使用する部分が２以上の階にまたがる場合は、連続した階であること。 

イ 校舎の面積は、他の施設が使用する部分を除いて、設置基準上必要な面積以上であ

ること。 

 ウ 他の施設は、教育上、保健衛生上及び社会通念上、専修学校教育に支障を及ぼさな



いものと認められること。 

 エ ウの条件が将来的にも担保されるものであり、かつ、そのことが書面等により客観

的に確認できること。 

 オ 教育長が別に定める基準を全て充足すること。 

(3) 専修学校と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場

合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。 

ア 当該建物に係る土地については、設置者が単独で自己所有すること。ただし、当該

土地が国、地方公共団体等の財産であって、(1)ア及びイのいずれにも該当するときは、

借用とすることができる。 

イ (2)ア、イ及びオのいずれの条件も満たすこと。 

ウ 建物を区分所有する他の施設は、教育上、保健衛生上及び社会通念上、専修学校教

育に支障を及ぼさないものと認められること。 

エ ウの条件が将来的にも担保されるものであり、かつ、そのことが書面等により客観

的に確認できること。 

(4) (1)にかかわらず、特別の事情があり教育上支障がないと教育長が認める場合で、次

のいずれの条件も満たす場合は、国、地方公共団体等の財産以外の土地及び建物を借用

して校地及び校舎とすることができる。 

ア (1)アからウのいずれの条件も満たすこと。 

イ 専修学校と他の施設とを複合化した建物において、当該建物の一部を区分使用して

校舎とする場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。 

(ア) (2)ア、イ及びオのいずれの条件も満たすこと。 

(イ) 建物を区分使用する他の施設は、教育上、保健衛生上及び社会通念上、専修学校

教育に支障を及ぼさないものと認められ、かつ、この条件が将来的にも担保される取決

め等があること。 

ウ 修業年限に相当する期間の経常的経費を預金等容易に換価可能な資産として有して

いること。 

エ ウの条件が将来的にも担保される確約（寄附行為への規定等）があること。 

 (5) 設備については、自己所有であり、かつ、負担附（担保に供せられている等）でない

こと。ただし、教育上支障がないと認められる場合における電子計算機等の借用はこの限

りでない。 

(6) 専修学校の設置に係る負債（日本私立学校振興・共済事業団からの借入金は除く。）

がないこと。 

(7) (6)にかかわらず、既設校等を設置運営している設置者が専修学校を設置する場合は、

次の基準を満たす借入金は認められる。 

ア 借入金額が当該専修学校の設置に係る校地取得費及び校舎建築費の３分の２以下

であること。 

イ 借入先が確実な金融機関であること。 

ウ 適正な返済計画があり、かつ、実行可能であること。 

エ 当該借入後において、設置者の総資産額に対する前受金を除く総負債額の割合が

30％以下であり、かつ、設置者の負債に係る各年度の償還額が当該年度の帰属収入の

20％以下であること。 

(8) 校地及び校舎を自己所有で開設する場合は、校地、校舎その他の施設は負担附（担保

に供せられている等）でないこと。ただし、(6)及び(7)の借入金に係る担保を除く。 

(9)  校地及び校舎を自己所有で開設する場合は、開設年度の人件費相当額の運用資金を保

有していること。 

(10) 開設年度から少なくとも２年間の専修学校運営に係る予算について、適正な計画を



立てており、授業料、入学金等現金の経常的収入その他の収入で収支の均衡を保つこと

が可能であると認められること。 

(11) 学校の設置に要する経費に相当する額（校地及び校舎を自己所有で開設する場合は

その他の施設及び設備の整備に要する経費並びに(9)の経費のための資金で(6)及び(7)

の借入金を引いた額に相当する額、校地又は校舎を賃借で開設する場合はその他の施設

及び設備に要する経費並びに(1)オの経費に相当する額をいう。）が専修学校開設時に

収納されることが確実と認められること。 

８ 設置者の管理運営 

設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められ

る事実がないこと。例えば、次の事項に留意すること。 

(1) 関係法令等を遵守し、法令の規定、法令に基づく処分及び法人の寄附行為又は定款

等に基づいて適正に管理運営されていること。 

(2) 役員の間における訴訟その他の紛争の有無 

(3) 日本私立学校振興・共済事業団等からの借入金の償還（利息及び延滞金の支払いを

含む。）又は公租・公課（日本私立学校振興・共済事業団の掛金を含む。）の納付の

状況 

 (4) 私立学校法第64条第４項の法人の管理運営については、適正を期し難いと認められ

る事実がないこと。例えば、次の事項に留意すること。 

  ア 学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準じて会計処理がされているこ

と。 

  イ 専修学校教育以外の事業を行う場合には、経理が明確に区分されていること。 

 

９  資格 

私立学校の設置認可を受ける者は、次に掲げる者でないこと。 

 (1) 学校教育法第４条及び第130条に定める認可の申請において、偽りその他不正の行為

があった者であって、当該行為が判明した日から起算して５年を経過していないものの

うち教育長が悪質と判断した者 

(2) 学校教育法第13条の規定により学校等の閉鎖命令処分を受けた日から起算して５年

を経過していない者（学校等の閉鎖命令処分に係る行政手続法（平成５年法律第88号）

第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定

する日までの間に当該学校等の廃止についての認可の申請又は届出を行った者（当該学

校等の廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該申請又は届出の日から起算

して５年を経過していないものを含む。） 

 

第２ 各種学校の設置認可 

 

１ 設置者等 

第１の１、２、３ただし書及び５から９までを準用する。この場合、「専修学校」は

「各種学校」と、「設置基準」は「規程」と読み替える（各種学校の収容定員に係る学

則の変更認可において同じ。）。 

２ 校長の資格 

第１の４を準用する。この場合、「法第129条第２項に規定する「教育、学術又は文化に

関する業務に従事した者」」は「規程第７条に規定する「教育に関する識見を有し、かつ、

教育、学術又は文化に関する職又は業務に従事した者」」と読み替える。 

 

第３ 専修学校の課程の設置認可 



 

第１の３ただし書及び５から９までを準用する。 

 

第４ 各種学校の収容定員に係る学則の変更認可 

 

第１の３ただし書及び５から９までを準用する。 

         

第５ 申請手続及び標準処理期間 

 

１ 専修学校及び各種学校の設置認可 

(1) 計画書の提出 

専修学校及び各種学校の設置認可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

(2)に定める申請書の提出期限の２か月前までに計画書を教育庁私学課に提出すること。

この場合において申請者は、教育庁私学課から申請についての助言を受けることができ

る。 

(2) 申請書の提出 

申請者は、様式第１号により認可申請書（以下「申請書」という。）に関係書類を添

えて、４月１日に開設しようとする場合にあっては原則として前々年度の２月末日まで、

10月１日に開設しようとする場合にあっては原則として前年度の６月30日までに教育長

に申請すること。ただし、校舎の新築等を伴わない場合における申請書の提出期限は、

４月１日に開設しようとする場合にあっては原則として前年度の６月30日まで、10月１

日に開設しようとする場合にあっては原則として前年度の11月30日までとする。 

(3) 審査期間等 

ア 教育長は、適正な内容の申請書を受理後、内容を審査の上、直近の大阪府私立学校

審議会（以下「審議会」という。）に諮問し、審議会からの答申後10日以内に答申の

内容を申請者に通知する。 

イ 申請者は、申請内容に変更があったときは、様式第２号により変更届を提出するも

のとし、教育長は、変更届の提出があったときは、当該変更届の内容につき直近の審

議会に報告する。この場合において、教育長は、当該変更届の内容について当初の申

請内容から重大な変更があったと認めるときは、当該変更届の内容につき再度、直近

の審議会に諮問するものとし、審議会からの再度の答申後10日以内に当該答申の内容

を申請者に通知する。 

ウ 教育長は、校舎竣工後（校舎の新築等を伴わない場合においては、改装工事等完成

後）、現地検査を行い、施設及び設備等について、申請内容と相違ないことを確認し

たときは、４月１日開設の場合にあっては原則として前年度の９月30日まで、10月１

日開設の場合にあっては原則として前年度の３月31日までに当該申請についての認可

の適否を決定し、その旨を速やかに申請者に通知する。 

２ 専修学校の課程の設置認可 

１の規定を準用する。その場合、「専修学校及び各種学校」は「専修学校の課程」と、

「開設」は「設置」と読み替える。 

３ 各種学校の収容定員に係る学則変更認可 

１の規定を準用する。その場合、「専修学校及び各種学校の設置」は「各種学校の収

容定員に係る学則の変更」と、「開設」は「変更」と読み替える。 

ただし、収容定員を減員する場合の申請書の提出は、原則として変更年度の前年度の

１月31日までとし、原則として変更年度の前年度の３月31日までに当該申請についての

認可の適否を決定し、その旨を速やかに申請者に通知するものとする。 



 

附則 

１ この基準は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される専修学校及び各種学校の設置認可、専修学

校の課程の設置認可並びに各種学校の収容定員に係る学則の変更認可の審査から適用する。 

 

附則 

１ この基準は、平成30年１月12日から施行する。ただし、第１の11の資格に関する規定は、

同年５月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される専修学校及び各種学校の設置認可、専修学

校の課程の設置認可並びに各種学校の収容定員に係る学則の変更認可の審査から適用する。

ただし、この基準の施行以前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、

なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、平成31年１月18日から施行する。ただし、第１の11の資格に関する改正規

定は、同年５月１日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される専修学校及び各種学校の設置認可、専修学

校の課程の設置認可並びに各種学校の収容定員に係る学則の変更認可の審査から適用する。

ただし、この基準の施行以前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、

なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、令和元年８月23日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される専修学校及び各種学校の設置認可、専修学

校の課程の設置認可並びに各種学校の収容定員に係る学則の変更認可の審査から適用する。

ただし、この基準の施行日前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、

なお従前の例による。 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される専修学校及び各種学校の設置認可、専修学

校の課程の設置認可並びに各種学校の収容定員に係る学則の変更認可の審査から適用する。

ただし、この基準の施行日前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、

なお従前の例による。 
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大阪府私立専修学校・各種学校設置認可等に関する審査基準 改正（案） 新旧対照表 

 

案(改正後) 現行(改正前) 

 

大阪府教育長（以下「教育長」という。）が、私立専修学校及び私立各種学校の設置並びに私立

専修学校の課程の設置及び私立各種学校の収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、専修学

校設置基準（昭和51年文部省令第２号。以下「設置基準」という。）、各種学校規程（昭和31年文

部省令第31号。以下「規程」という。）その他の関係法令のほか、この基準及び手続により審査す

る。 

  

第１ 私立専修学校の設置認可 

１―５ (略)  

６ 施設及び設備等 

(1) 校地は、校舎を保有するに必要な面積を備えていること。 

(2) 校舎の面積は、課程、学科の属する分野ごとの生徒定員に応じ、設置基準上必要な面積以上

であること。 

(3) 校舎は、目的、生徒数又は課程に応じ、必要な教室（実習室等を含む。以下「教室等」とい

う。）、教員室、事務室、図書室、保健室、便所その他必要な附帯施設を備えていること。 

 

 

(4) 専修学校の目的、生徒数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その

他の設備が備えられていること。 

(5) 教室等の数は、同時に授業を行う学級数以上であること。 

(6) 教室等の面積は、生徒一人あたり1.5平方メートルを標準とすること。ただし、同時に授業を

行う生徒の数にかかわらず、30平方メートルを下回らないこと。 

(7) 教員室と事務室は、１つの施設をもって兼用することができる。また、やむを得ない事由が

ある場合で教育上支障がないと認められるときは、保健室を他の施設と兼用することができる。 

(8) 教育上及び安全上支障がなく、次のいずれの条件も満たす場合は、他の学校等の施設及び設

備を使用することができる。ただし、同時に授業を行う学級数を超えない教室等は共用するこ

とができない。 

 ア 同一の設置者が設置する学校等の施設及び設備の共用であること。 

 イ 教室等を共用する場合は、同一の建物内もしくは休み時間（授業と授業の間の休憩時間をい

う。）に移動できる距離（概ね徒歩10分以内）の範囲内であること。 

ウ 教員室、事務室、図書室、保健室等を共用する場合は、他の学校等が同一の建物内にあるこ

と。 

エ 専修学校以外の学校と施設及び設備を共用する場合には、当該専修学校の生徒と、他の学校

等の生徒との年齢差に配慮した様態とすること。 

(9) 校舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令を遵守し、その定める基準に適合し

ているものであること。 

 

 

 

７ 資産等 

(1) 校地、校舎その他の施設は、自己所有とする。ただし、国、地方公共団体等の財産であって、

次のいずれの条件も満たす場合は、借用とすることができる。 

 

 

大阪府教育長（以下「教育長」という。）が、私立専修学校及び私立各種学校の設置並びに私立

専修学校の課程の設置及び私立各種学校の収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、専修学

校設置基準（昭和51年文部省令第２号。以下「設置基準」という。）、各種学校規程（昭和31年文

部省令第31号。以下「規程」という。）その他の関係法令のほか、この基準及び手続により審査す

る。 

  

第１ 私立専修学校の設置認可 

１―５ （略） 

６ 施設及び設備等 

(1) 校地は、校舎を保有するに必要な面積を備えていること。 

(2) 校舎の面積は、課程、学科の属する分野ごとの生徒定員に応じ、設置基準の面積を上回るも

のであること。 

(3) 校舎は、目的、生徒数又は課程に応じ、必要な普通教室（実習室等を含む。以下「普通教室

等」という。）、教員室、事務室、図書室、保健室、便所その他必要な附帯施設を備えている

こと。ただし、やむを得ない事由がある場合で教育上支障がないと認められるときは、１つの

施設をもって２つ以上に兼用することができる。 

 

 

(4) 普通教室等の数は、学級数以上であること。 

(5) 普通教室等の面積は、同時に授業を行う生徒40人につき60平方メートルを標準とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 校舎は、建築基準法（昭和25年法律第201号）その他法令が定める基準に適合しているもので

あること。また、その他の法令等について遵守したものであること。 

(7) 専修学校の目的、生徒数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その

他の設備が備えられていること。 

 

７ 資産等 

(1) 校地、校舎その他の施設は、原則として自己所有又は国、地方公共団体等の財産で長期にわ

たり安定して使用できる権利を有していること。ただし、特別の事情があり、教育上支障がな

い場合で次の条件のいずれにも該当するときは、この限りでない。 
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 ア 賃借権設定の登記等により、20年以上の長期にわたり賃借できることが確実と認められる

こと。 

イ 賃借権設定時に当該建物が負担附（担保に供せられている等）でないこと。 

ウ 賃借する建物が学校用途に建築され、又は改築されたものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

(2)  専修学校と当該専修学校以外の施設（以下「他の施設」という。）とを複合化した建物にお

いて、自己所有の建物の一部を区分使用して校舎とする場合にあっては、次のいずれの条件も

満たすこと。また、国、地方公共団体等が所有する建物を借用する場合であって、当該建物の

一部を区分使用して校舎とする場合も同様とする。 

 

ア 専修学校として使用する部分が階全体であって、次のいずれの条件も満たすこと。 

(ア)専修学校専用の出入口及び通路等を備えていること。 

(イ)非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、専修学校とし

て使用する部分と他の施設として使用する部分との区分が明確になされていること。 

(ウ)非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、専修学校とし

て使用する部分は、構造上独立したものであること。また、専修学校として使用する部分が

２以上の階にまたがる場合は、連続した階であること。 

イ 校舎の面積は、他の施設が使用する部分を除いて、設置基準上必要な面積以上であること。 

  ウ 他の施設は、教育上、保健衛生上及び社会通念上、専修学校教育に支障を及ぼさないものと

認められること。 

  エ ウの条件が将来的にも担保されるものであり、かつ、そのことが書面等により客観的に確

認できること。 

 オ 教育長が別に定める基準を全て充足すること。 

 

(3) 専修学校と他の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とする場合にあ

っては、次のいずれの条件も満たすこと。 

ア 賃借権設定の登記等により、20年以上の長期にわたり賃借できることが確実と認められる

場合 

イ 賃借権設定時に当該建物が負担附（担保に供せられている等）でないこと。 

ウ 賃借する建物が学校用途に建築され、又は改築されたものであること。 

エ 専修学校として使用する部分が一棟又は階全体であること。ただし、階全体の場合は次の

条件のいずれにも該当すること。 

(ア)出入口及び専修学校に至る通路等が専修学校の専用であること。 

(イ)非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、専修学校とし

て使用する部分と専修学校以外の施設として使用する部分との区分が明確になされているこ

と。 

(ウ)非常用階段や冷暖房設備など真にやむを得ないと認められるものを除き、専修学校とし

て使用する部分は、構造上独立したものであること。また、使用が２以上の階にまたがる場合

は、連続した階であること。 

(エ)専修学校以外の施設が専修学校教育に支障を及ぼさないもので、教育上、保健衛生上及

び社会通念上適切であること。 

オ 修業年限に相当する期間の経常的経費を預金等容易に換価可能な資産として有しているこ

と。 

カ オの条件が将来的にも担保される確約（寄附行為への規定等）があること。 

(2) (1)にかかわらず、高等課程については、校地、校舎その他の施設を原則として自己所有とす

るが、校地にあっては次の条件のいずれか、校舎にあってはアの条件に該当し、かつ、教育上

支障がないと認められる場合は、設置を認める。 

ア 国、地方公共団体等の財産で、所有者の使用許可等を得ており、長期にわたり安定して使

用できると認められる場合 

イ 借地権設定の登記等により、20年以上の長期にわたり賃借できることが確実と認められる

場合 

(3) 専修学校と専修学校以外の施設とを複合化した建物において、建物の一部を区分使用して校

舎とする場合にあっては、当該建物全体が自己所有であることとし、かつ、次のいずれの条件

にも該当すること。ただし、国、地方公共団体が所有する建物で、長期にわたり安定して使用

できる権利を有し、次のいずれの条件にも該当する場合には、当該建物の一部を区分使用して

校舎とすることができるものとする。 

ア (1)エ（イ）から（エ）の条件に該当すること。 

イ (1)エ（エ）の条件が将来的にも担保される取決め等（寄附行為への規定及び法人の意思決

定機関の決議を経た上で作成された誓約書並びに不動産賃貸借契約への明記等）があるこ

と。 

ウ 専修学校と専修学校以外の施設として区分使用する場合は、出入口及び専修学校に至る通

路等が専修学校の専用であること。 

 

エ 校舎の面積は、専修学校以外の施設が使用する部分を除いて、設置基準上必要な面積を備

えること。 

 

 

 

オ 教育長が別に定める基準を全て充足すること。 

 

(4) 専修学校と専修学校以外の施設とを複合化した建物において、建物を区分所有して校舎とす

る場合にあっては、次の条件のいずれにも該当すること。 



3 

ア 当該建物に係る土地については、設置者が単独で自己所有すること。ただし、当該土地が

国、地方公共団体等の財産であって、(1)ア及びイのいずれにも該当するときは、借用とする

ことができる。 

イ (2)ア、イ及びオのいずれの条件も満たすこと。 

ウ 建物を区分所有する他の施設は、教育上、保健衛生上及び社会通念上、専修学校教育に支

障を及ぼさないものと認められること。 

エ ウの条件が将来的にも担保されるものであり、かつ、そのことが書面等により客観的に確

認できること。 

(4) (1)にかかわらず、特別の事情があり教育上支障がないと教育長が認める場合で、次のいずれ

の条件も満たす場合は、国、地方公共団体等の財産以外の土地及び建物を借用して校地及び校

舎とすることができる。 

ア (1)アからウのいずれの条件も満たすこと。 

イ 専修学校と他の施設とを複合化した建物において、当該建物の一部を区分使用して校舎と

する場合にあっては、次のいずれの条件も満たすこと。 

(ア) (2)ア、イ及びオのいずれの条件も満たすこと。 

(イ) 建物を区分使用する他の施設は、教育上、保健衛生上及び社会通念上、専修学校教育に

支障を及ぼさないものと認められ、かつ、この条件が将来的にも担保される取決め等があるこ

と。 

ウ 修業年限に相当する期間の経常的経費を預金等容易に換価可能な資産として有しているこ

と。 

エ ウの条件が将来的にも担保される確約（寄附行為への規定等）があること。 

 

 (5)―(11)  (略) 

 

（削除） 

 

 

 

８ 設置者の管理運営 

設置者及びその設置運営する学校等の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実

がないこと。例えば、次の事項に留意すること。 

(1) 関係法令等を遵守し、法令の規定、法令に基づく処分及び法人の寄附行為又は定款等に基づ

いて適正に管理運営されていること。 

(2) 役員の間における訴訟その他の紛争の有無 

(3) 日本私立学校振興・共済事業団等からの借入金の償還（利息及び延滞金の支払いを含む。）

又は公租・公課（日本私立学校振興・共済事業団の掛金を含む。）の納付の状況 

 (4) 私立学校法第64条第４項の法人の管理運営については、適正を期し難いと認められる事実が

ないこと。例えば、次の事項に留意すること。 

  ア 学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準じて会計処理がされていること。 

  イ 専修学校教育以外の事業を行う場合には、経理が明確に区分されていること。 

 

 

（削除） 

 

 

９ 資格 

ア 当該建物に係る土地については、学校法人が単独で自己所有すること。 

 

 

イ (1)エ（イ）、（ウ）及び（3）エ、オの条件に該当すること。 

ウ 建物を区分所有する専修学校以外の施設が、学校教育に支障を及ぼさないもので、教育上、

保健衛生上及び社会通念上適切であり、この条件が将来的にも担保される区分所有者間での

取決め等（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）に基づく規約及び借地契

約への明記等）があること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)―(11)  (略) 

 

８ 私立学校法第64条第４項の法人が設置する既設校等の運営状況 

(1) 学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準じて会計処理がされていること。 

(2) 専修学校教育以外の事業を行う場合には、経理が明確に区分されていること。 

 

９ 公益法人及び所轄庁が教育長以外である学校法人の管理運営 

公益法人及び所轄庁が教育長以外である学校法人が設置する学校については、その管理運営の

適正を期し難いと認められる事実がないこと。例えば、次の事項に留意すること。 

(1) 法令の規定、法令に基づく処分及び寄附行為に基づいて適正に管理運営されていること。 

 

(2) 役員の間における訴訟その他の紛争の有無 

(3) 日本私立学校振興・共済事業団等からの借入金の償還（利息及び延滞金の支払いを含む。）

又は公租・公課（日本私立学校振興・共済事業団の掛金を含む。）の納付の状況 

 

 

 

 

 

 

10 開校の時期 

 原則として４月とする。 

 

11 資格 
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 (略) 

 

第２ 各種学校の設置認可 

１ 設置者等 

第１の１、２、３ただし書及び５から９までを準用する。この場合、「専修学校」は「各種学

校」と、「設置基準」は「規程」と読み替える（各種学校の収容定員に係る学則の変更認可にお

いて同じ。）。 

２ (略) 

（削除） 

 

 

第３ 専修学校の課程の設置認可 

  第１の３及び５から９までを準用する。 

 

 

第４ 各種学校の収容定員に係る学則の変更認可 

第１の３ただし書及び５から９までを準用する。 

 

第５ (略) 

 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される専修学校及び各種学校の設置認可、専修学校の課程

の設置認可並びに各種学校の収容定員に係る学則の変更認可の審査から適用する。ただし、この

基準の施行日前に申請されている私立学校の設置認可等の審査については、なお従前の例による。 

 

 

 （略） 

 

第２ 各種学校の設置認可 

１ 設置者等 

第１の１、２、３ただし書、５及び７から11までを準用する。この場合、「専修学校」は「各

種学校」と、「設置基準」は「規程」と読み替える（各種学校の収容定員に係る学則の変更認可

において同じ。）。 

２ (略) 

３ 施設及び設備等 

第１の６（(5)を除く。）を準用する。 

 

第３ 専修学校の課程の設置認可 

  第１の３及び５から11までを準用する。この場合、「専修学校の設置」は「課程の設置」と、

「開校の時期」は「設置の時期」と読み替える。 
 

第４ 各種学校の収容定員に係る学則の変更認可 

第１の３ただし書、５及び７から11まで並びに第２の３を準用する。 
 

第５ (略) 

 

 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 

附則 (略) 

 



 

大阪府学校施設の複合化に係る私立学校の設置認可等 

並びに学校法人の寄附行為の認可及び変更認可に関する審査基準（案） 

 

 

大阪府教育長（以下「教育長」という。）が、学校施設の複合化に関し、私立の幼稚園、

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、専修学校又は各種学校（以下「私立学校」

という。）の設置認可等を行う場合並びに学校法人（専修学校又は各種学校の設置のみを

目的とする法人を含む。以下同じ。）の寄附行為の認可及び変更認可を行う場合は、関係

法令等及び教育長が別に定める審査基準によるほか、この基準により審査する。 

 

１ 学校施設の複合化は、学校法人所有の土地・建物を賃貸することにより行われるこ

とから、「私立学校法第 26条第２項の規定に基づく学校法人及び同法第 64条第４項の

法人の行うことのできる収益事業の種類」（平成 28年大阪府教育長告示第１号。以下

「収益事業告示」という。）及び「収益事業を行うための寄附行為の変更認可にあたっ

ての取り扱い方針」で定める内容を満たしていること。 

 

２ 併置施設の用途については、収益事業告示で認められた事業以外の施設でないこと

（ただし、「日本標準産業分類」（平成 25年総務省告示第 405号）における大分類「公

務（他に分類されるものを除く）」に係る施設を除く。）、かつ、「日本標準産業分類」

における中分類「娯楽業」のうち「その他の娯楽業」に該当する施設でないこと。 

 

３ 併置施設の用途規制について、区分所有の場合にあっては、「建物の区分所有等に関

する法律」（昭和 37年法律第 69号）による規約及び借地契約に明記すること等により

担保すること。また、区分使用の場合にあっては、寄附行為への規定及び学校法人理

事会での決議並びに不動産賃貸借契約に明記すること等より担保すること。ただし、

幼稚園についてはこの限りでない。 

 

４ 国又は地方公共団体が建物所有者である場合を除き、第三者所有の建物の一部に賃

借で学校施設を設置する場合については、併置施設の用途を制限する手法がないこと

から、学校施設の複合化は認めないものであること。ただし、幼稚園、専修学校及び

各種学校についてはこの限りでない。 

 

附則 

１ この基準は、令和元年８月 23日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校及び私立幼稚園の設置認可等

並びに学校法人の寄附行為の認可及び変更認可の審査から適用する。 

 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される私立学校の設置認可等並びに学校法人

の寄附行為の認可及び変更認可の審査から適用する。 



大阪府学校施設の複合化に係る私立学校及び私立幼稚園の設置認可等並びに学校法人の寄附行為の認可及び変更認可に関する審査基準 改正（案） 新旧対照表 

案(改正後) 現行(改正前) 

大阪府学校施設の複合化に係る私立学校の設置認可等並びに 

学校法人の寄附行為の認可及び変更認可に関する審査基準 

 

大阪府教育長（以下「教育長」という。）が、学校施設の複合化に関し、私立の幼稚園、小学校、中

学校、高等学校、中等教育学校、専修学校又は各種学校（以下「私立学校」という。）の設置認可等を

行う場合並びに学校法人（専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を含む。以下同じ。）の

寄附行為の認可及び変更認可を行う場合は、関係法令等及び教育長が別に定める審査基準によるほか、

この基準により審査する。 

 

 

 

 

１ 学校施設の複合化は、学校法人所有の土地・建物を賃貸することにより行われることから、「私立

学校法第 26条第２項の規定に基づく学校法人及び同法第 64条第４項の法人の行うことのできる収

益事業の種類」（平成 28年大阪府教育長告示第１号。以下「収益事業告示」という。）及び「収益事

業を行うための寄附行為の変更認可にあたっての取り扱い方針」で定める内容を満たしていること。 
 

２ 併置施設の用途については、収益事業告示で認められた事業以外の施設でないこと（ただし、「日

本標準産業分類」（平成 25年総務省告示第 405号）における大分類「公務（他に分類されるものを

除く）」に係る施設を除く。）、かつ、「日本標準産業分類」における中分類「娯楽業」のうち「その

他の娯楽業」に該当する施設でないこと。 
 

３ 併置施設の用途規制について、区分所有の場合にあっては、「建物の区分所有等に関する法律」（昭

和 37年法律第 69号）による規約及び借地契約に明記すること等により担保すること。また、区分

使用の場合にあっては、寄附行為への規定及び学校法人理事会での決議並びに不動産賃貸借契約に

明記すること等より担保すること。ただし、幼稚園についてはこの限りでない。 
 

４ 国又は地方公共団体が建物所有者である場合を除き、第三者所有の建物の一部に賃借で学校施設

を設置する場合については、併置施設の用途を制限する手法がないことから、学校施設の複合化は

認めないものであること。ただし、幼稚園、専修学校及び各種学校についてはこの限りでない。 

 

附則 

１ この基準は、令和元年８月 23日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校及び私立幼稚園の設置認可等並びに学校法

人の寄附行為の認可及び変更認可の審査から適用する。 
 

附則 

１ この基準は、令和○年○月○日から施行する。 

２ この基準は、施行日以後、新たに申請される私立学校の設置認可等並びに学校法人の寄附行為の

認可及び変更認可の審査から適用する。 

大阪府学校施設の複合化に係る私立学校及び私立幼稚園の設置認可等並びに 

学校法人の寄附行為の認可及び変更認可に関する審査基準 

 

大阪府教育長（以下「教育長」という。）が、学校施設の複合化に関し、私立の小学校、中学校、高

等学校、中等教育学校、専修学校又は各種学校（以下「私立学校」という。）の設置認可等を行う場合

並びに学校法人（専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を含む。以下同じ。）の寄附行為

の認可及び変更認可を行う場合は、関係法令等及び教育長が別に定める審査基準によるほか、この基

準により審査する。 

また、教育長が学校施設の複合化に関し、私立幼稚園の設置認可等を行う場合並びに学校法人の寄

附行為の認可及び変更認可を行う場合は、関係法令等及び教育長が別に定める審査基準によるほか、

この基準の１及び２により審査する。 

 

１ 学校施設の複合化は、学校法人所有の土地・建物を賃貸することにより行われることから、「私立

学校法第 26条第２項の規定に基づく学校法人及び同法第 64条第４項の法人の行うことのできる収

益事業の種類」（平成 28年大阪府教育長告示第１号。以下「収益事業告示」という。）及び「収益事

業を行うための寄附行為の変更認可にあたっての取り扱い方針」で定める内容を満たしていること。 
 

２ 併置施設の用途については、収益事業告示で認められた事業以外の施設でないこと（ただし、「日

本標準産業分類」（平成 25年総務省告示第 405号）における大分類「公務（他に分類されるものを

除く）」に係る施設を除く。）、かつ、「日本標準産業分類」における中分類「娯楽業」のうち「その

他の娯楽業」に該当する施設でないこと。 
 

３ 併置施設の用途規制について、区分所有の場合にあっては、「建物の区分所有等に関する法律」（昭

和 37年法律第 69号）による規約及び借地契約に明記すること等により担保すること。また、区分

使用の場合にあっては、寄附行為への規定及び学校法人理事会での決議並びに不動産賃貸借契約に

明記すること等より担保すること。 
 

４ 学校施設を第三者所有の建物の一部に賃借で設置する場合については、併置施設の用途を制限す

る手法がないことから、学校施設の複合化は認めないものであること。ただし、国又は地方公共団

体が建物所有者である場合は、この限りでない。 

 

附則 

１ この基準は、令和元年８月 23日から施行する。 

２ この基準は、施行日以降、新たに申請される私立学校及び私立幼稚園の設置認可等並びに学校法

人の寄附行為の認可及び変更認可の審査から適用する。 

 

 

 

 


